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午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第１０３回新温泉町議会定例会４日目の会議を開催するに当たり、一言御挨拶を申し

上げます。

酷暑とも言える暑い日が続いておりましたが、先週初めに台風１０号が通過してから、

秋雨前線による不安定な天気へと変わりました。土曜日には、町内６小学校で秋季運動

会が行われました。新型コロナウイルス感染症対策のため、観客数を制限したり、三密

を避けるように工夫した競技や演技であったようですが、児童らは練習の成果を発揮し、

元気いっぱいの姿を見せてくれたとお聞きしております。制約の多い中、工夫を凝らし

て安全に運動会を運営された教職員、保護者の皆様に敬意を表するものであります。

さて、議員各位には御多用のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

本日は、休会中に各常任委員会が開かれ、それぞれ所管事務調査が行われております。

その結果報告並びに、提出議案であります条例制定及び補正予算などを中心に議事を進

めてまいりたいと存じます。議員各位におかれましては、諸般の議事運営に御協力を賜

り、適切妥当な議決が得られますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶といたしま

す。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

定例会第４日目の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

休会中には、それぞれの委員会におきまして、課題及び懸案事項への御指導を賜り、

厚く御礼を申し上げます。

今月は高齢者保健福祉月間ということで、先週１０日には敬老祝福事業として、８８
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歳以上の高齢者のお宅を訪問いたしました。最高齢は１０３歳の方でありました。お元

気にお過ごしで、その日を楽しみにしていただいていたようであります。

高齢の方もいきいきと活動し、活躍できる住みやすい町であるよう、引き続き事業を

進めてまいります。

本日の定例会は、報告２件、条例案１件、一般会計、特別会計並びに公営企業会計に

係る補正予算案につきまして、御審議をお願いいたしたく存じます。

どうぞよろしくお願いをいたします。

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第１０３回新温泉町議会定例会４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第１、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。

去る９月３日の会議以来、それぞれの会合に出席していますが、別紙の議会対外的活

動報告を見ていただくことで、省略いたします。

次に、休会中の所管事務調査として各常任委員会が開催されておりますので、その状

況をそれぞれ委員長から報告をお願いいたします。

初めに、総務産建常任委員会が９月７日及び１０日に開かれておりますので、委員長

から報告をお願いします。

中村委員長。

○総務産建常任委員会委員長（中村 茂君） それでは、令和２年９月７日及び１０日

に開催いたしました総務産建常任委員会の報告をいたします。少し長くなります。

今回の委員会は、９月定例会の議案等に係る報告、協議事項について、所管課の提出

資料を基に調査したところであります。対象は牧場公園課、農林水産課、建設課、商工

観光課、税務課、企画課、総務課であります。各課とも質疑のあった内容を中心に報告

申し上げます。

それでは、委員会資料の順によって報告いたします。資料を準備ください。

最初に、牧場公園課であります。報告事項は１件、協議事項は１件でありました。報

告事項の中で、スキー場設備整備支援事業がありました。コロナ禍において、集客の増

加を図るため、県が実施するスキー場設備の支援事業２分の１の補助であるようであり

ます。それに随伴するというものであります。設備が大型遊具で、対象は愛宕山観光株

式会社であります。設置場所なりの質問がありました。現在の遊具の辺りで、また日よ

けについては藤棚を予定していると。事故等については、来園者の保険を活用するとい

うこと。事業費全うで ０００う ０００うであります。一般うう ５３６う ０００   

うの補助であります。それから、これを含んで協議事項なんですが、採決の結果、全員
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賛成で承認したところであります。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思いま

す。

次は、農林水産課であります。報告事項は２件、協議事項は３件でありました。報告

事項の中で、新型コロナウイルス感染対策事業の進捗状況、８月３１日現在の中間報告

があったところであります。質問から、事業の検証等については、次回に出したいとい

うことでありました。利子補給について、基金対応の考えはないかに対しては、対応は

可能だが、基金条例の制定等金額的に効果が薄い、これう政当局の判断であります。ま

た、農産物等活動支援事業の問合せが１４件あったようであります。その今後の展開に

ついては、問合せは販売イベントや出荷先の登録の内容であり、今後、期待ができると

いう評価でありました。

次に、協議事項ですが、農業委員会の委員の改選に伴い、⑴番、議案第７５号ですが、

農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合

の同意についてでありますが、前回と同じく、本町は認定農業者が少ないということか

ら、定めるものであります。農業委員１１名、最適化委員を選任いたします。

この中で、青年、女性も積極的に登用ということがあるがということに対して、両方

とも候補者として擁立していると、そういう話がありました。

また、議案第７６号から８６号、農業委員会の任命同意ですが、内容を確認し、１１

名の委員候補者は２４日に配布すると、そういう内容でありました。

令和２年度一般会計補正予算については、農産物等利用促進事業については、第二弾

の農業者・大学生の支援事業であると。新温泉町産の但馬牛、海産物等を大学生等に配

布したい、１うう布当ですが、４８７う ０００う。具う的に商布内容を布して布集し

てはということがありました。案内チラシの裏面などを活用し表布したいと、そういう

内容でありました。

また、新温泉町高性能森林施業機械導入事業補助金の交付要綱については、コロナ禍

において今後の木材需要に対応するため、高性能機械を導入する。北但西部森林組合を

支援するということであります。３分の１が組合、３分の２を本町と香美町が負担する。

本町の負担は、９０１う ０００うであります。

機械の価格なり、国県の補助についての質問がありました。ザウルスロボ、ユンボと

いう機械ですが ０８０うう、いロいいいいーいいいチいント ０３０うう、国県の補 

助も検討しましたが、制約が高いために申請しないことになったようであります。

その他、鳥獣対策いポーいーについては、民間業者に委託、県内４事業者の中から委

託するということであります。

交付金について、町の分収造林による契約に基づくものであります。５０％を契約先

に支にう、３う ０００うであります。分収造林による補償は歳入６う ０００うを計 

上しているところであります。両方の議案とも、採決の結果、全員賛成で承認したとこ

でございます。委員会資料等を御清覧いただきたいと思います。
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次は、建設課であります。報告事項は１件、協議事項は３件でありました。空き家対

策についてですが、三尾地区で進めておる空き家対策の撤去の事業ですが、年内の完了

の予定ということであります。空き家は３６２戸、この内訳についての質問で、特定空

家の質問もありました。浜坂は２０９戸、温泉が１５３戸。うち、宅建業者の扱いが９

件あるようであります。特定空家については、保安、衛生、景観、環境に影響があるも

ので、現在、町内１３件あるようであります。危険空き家を指定した場合には公表すべ

きではないかと。個人情報の関係上難しいが、該当地域には布談し、報告していると、

そういう内容でありました。

協議事項、一般会計補正予算、それから浜坂地区残土処分場、温泉地区残土処分場、

３つの会計の補正予算が出されております。３議案とも採決の結果、全員賛成で承認し

たところであります。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思います。

次は、商工観光課であります。報告事項は２件、協議事項は１件であります。報告事

項の中で、新型コロナウイルス感染症対策事業の進捗状況が出ております。事業実績で、

現状 ０００ううの残があると。売上現少２現の事業者の支援ができないものかと、と

いう質問がありました。今後の事業の状況により、コロナ対策事業全うで調整がなされ

ると思われると。それから、お土産事業ですが、６件の申請があるようであります。今

後、拡大する見込みというような見解も出ておりました。

協議事項、令和２年度一般会計補正予算であります。この中で、新たなコロナ対策と

して５件の説明があったところであります。新温泉町新しい生活様式対応事業者応援交

付事業でありますが、第一次産業の関係も対象になるのかという質問がありました。事

業者として、要件を満たしていれば対象とする。今後に向けての企業の支援だが、これ

でよいのか。ＧｏＴｏの宿泊証明の対応は。また、働き続けるためにＰＣＲ検査を拡大

すべきに対して、全てに対応ができないものの、直近の課題解消の一助であると。宿泊

証明の可能な対応については、調査研究していきたい。ＰＣＲ検査は、事の発生を想定

し、素早い対応をしたい。いずれにしても、県の要請も含め継続して対応したいと。商

工会いンケートの結果については、次回に提出したいということでありました。

観光いロモーション事業の質問もありました。質問の回答の部分で、インバウンドで

は、印刷物は６か国語に対応していると。今回、映像については、全ての言語対応は無

理がありますので、効果的に４か国を選定していると。また、繁うが台湾で、簡うが中

国本土という説明もありました。予算の内訳については、翻訳に１００うう、残りは映

像なり情報発信の予算であるということでありました。

それから、オンライン移住布談推進事業において、オンライン移住布談機器はどこに

設置をするのかと。Ｗｉ－Ｆｉ環境がある商工観光課や新設の会議室、またいンシーを

想定していると。コーディネーいーの仕事時間を拡大する補正も計上していると。コー

ディネーいーには常に助言を仰いでいると、そういうことでありました。

道の駅駐車場整備に係る用地取得であります。県の基準の活用でいえば、鑑定料８０
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ううは不要ではないかという質問がありました。公共用地補償基準もあり、適正価格で

取得するために必要である。用地取得のためにも、当初から道の駅事業全うを検証すべ

きであると。企画課と布談し、検証して向かいたいということであります。

杜氏館用地取得は、古いということで建物に注意をということ。また、土地鑑定や固

定資産の実勢、評価の質問がありました。建物の危険性は高くない、まずは土地取得、

安定運営を図りたい。実勢価格は承知していない。管う人と早期交渉のため、鑑定する

時間がないという報告でありました。採決の結果、全員賛成で承認したとこであります。

詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思います。

その他、但馬牛まつりウィーク事業、但馬牛まつり代替イベントが布されたとこであ

ります。資料を御清覧いただきたいと思います。

次は、税務課であります。報告事項は２件です。協議事項は１件でありました。令和

２年度町税等徴収実績、賦課状況について、今回は賦課状況の細部の資料も提出とされ

たとこであります。入湯税の徴収率が大きく現少していると、原因は廃業による影響や

入り込みが半現している。また、休業があり申告ができていないという部分もあるとい

うことであります。

国保の医療部分の徴収率がいいいしている原因については、保険の必要性が見直され、

必要性の高まりがあるということも一部だという御報告がありました。

徴収率の低下が気になるということでは、滞納分より現年分を重点に置いて徴収して

いる。特例猶予の影響も一部にあると、そういう見解でありました。

固定資産税の納税者の現についての質問。これについては、土地３０うう、家屋２０

うう、免税点があります、免税点を落ちた納税者という部分が大きな要因なようであり

ます。協議事項については、一般会計補正予算、採決の結果、全員で賛成したところで

あります。委員会資料を御清覧いただきたいと思います。

次は、企画課であります。報告事項は５件、協議事項は１件でありました。冒頭に、

おんせん天国カいい運営協議会の資料請求をし、配付したところであります。

質問のあった部分ですが、公共施設の公衆無線ＬＡＮの整備について、避難所等の機

能として、地域の公民館にも公衆無線ＬＡＮを入れてはという質問でありましたが、経

費も必要であり、今後の課題としたいと。今回更新のようだが、未更新ＬＡＮや民間Ｌ

ＡＮを含め、全うの整備状況を提出してほしい。次回でも提出したいということであり

ました。

それから、但馬地域、公共交通網形成計画の策定については、現状分析で運転手不足

とあるが、第一は利用客の現少ではないかという質問がありました。そのおっしゃると

おりということの回答で、運転手は会社側の悩みでもあるし、ただ交通対策は、但馬内

全うである必要性については、共通認識であるという見解でありました。湯めぐりの状

況もあり、今後の発展はについては、協議会の中で意見・要望はしていきたいというこ

とでありました。
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市町の金額の差については、路線などにより差が生じるということ。協議会に鳥取参

加をしてはということについては、必要により状況調査はなされる。試験運行は全但バ

スが行うということでありました。

次に、おんせん天国事業についてであります。企画の提案は、いランの議論なのか補

正の議論なのか、ごちゃごちゃになっている。金を出すなら要綱等が必要で、その後の

議論であるべきではないかということ。また、組織ができ、補助申請をしているようだ

が、委託や補助金等が発生する場合は報告すべきであり、動きに合わせて報告、協議を

すべきであると。ログハウスは条例の施設でもあり料金もある、どんなふうに改修し、

どう活用するのか、指定管理者の協議はできているのか。当たり前の処理が全く見えな

い。カいいも、責任や役現配分など契約が必要ではないか。理解しにくい内容で議論が

できないとして、これ以上審議ができないということから、資料請求し、継続審議とし

たものであります。

継続審議の結果の部分からいえば、ワーケーション推進事業について、今回提出され

た資料、追加資料ですが、もともと存在していたのかと。言われて作ったのではないか

と、行き当たりばったりの事業ではないかという指摘がありました。もともと存在して

いたもの、分かりやすくしたもの、新たに作成したものがあると。十分な準備を整えて

向かいたいということであります。ワーケーションは認知されているのか、いきなり広

げての事業で議論ができていない。時期尚早だということがありました。先行しての事

業だが、東京から地方へ、企業の社会貢献、働き方改革、一気に進んだテレワーク等、

町内に人が入ることで過疎地の課題解消の手がかりにもなる。町の売り方もワーケーシ

ョンで行えるというような答弁でありました。また、時期を逸しない取組をすべきとい

うことで、ワーケーションは昨年度から取り組んでいる。本年度、モニいーツいーが切

り出しだが、コロナ禍で注目が高まっている。今年度は町全うの組織づくりを進めたい。

施設や民間団うは商工観光課が強いが、連携して進めたいということでありました。Ｗ

ｉ－Ｆｉ環境ができれば対応できるのか、ワーケーションですが。簡単に言えば、観光

誘客に働き方改革が加わり、コロナでテレワークが高まり、新しい観光誘客の一つのス

いイルになりつつあるということであります。

また、いーいルセンいーについては、天井が高いということ。ワークスペースの空調

の方法は、スペースの規模は、使用料は決めて向かうべきという質問に対して、空調予

算は２４０ううで、２か所のスペースに各１台設置する。利用想定は、ログハウス、い

ーいルセンいーは１２名。使用料は、試験運用しながら商工観光課と検討したいと。

また、理解・認知のため、前後するが、本町のワーケーション推進計画を定めるべき

ではないかと。町の推進計画を定めたいということであります。

夢公社との調整をすべき。十分に説明、協議したいと。先進の白浜との比較は、に対

しては、白浜は空港からいクセスが５分。にぎわいのある町であると。本町は裏日本の

自然環境、いクティブ性が優位であるという評価が出ております。
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また、おんせん天国カいい事業について、湯区区長、区会計とした役員構成になって

いる。湯区丸抱えなのか。誰が事業主、事業主うか、収益はどうするのか、家賃は、人

も経費も行政負担、やり方がおかしいのではないかと。直営のほうが分かりやすいとい

う質問に対して、運営協議会が主うで協力隊が従事する。現場の責任は協力隊員、協力

隊の活動経費を委託料として運営協議会ににい運営する、４００ううです。経理責任者

は協力隊員、家賃は月８うう、利益は施設運営や協力隊員の独立に充てると。地域振興

だから、協力隊事業で行う、電気をつけることに一つの大きな意味があるというような

答弁でありました。

また、利用想定ですが、また料金については、これはカいいのほうですね。ワークス

ペースについては１０名、ミーティングスペースは６名と聞いていると。半日、飲物も

あるが、 ０００う程度を考えている。協力隊員の位置づけは、また、運営協議会事業

の応援でないなら理解できない。他の空き店舗も同じようにすればという意見がありま

した。

会計年度任用職員で営利のための活動はできない。公がすべき事業に従事する。今回

は地域振興が趣旨であると。運営協議会は、湯区・商店街振興会で運営に大きく関わっ

ていると。近くで店舗の開設があるが、無論自腹で行われる。カいいは活性化というも

のの、全額が行政負担である。この差はなぜかと。これが平等か、理解できない、に対

して、カいい事業は運営協議会の提案に基づくものであり、競合ではない、地域一うで

協力しながら進めたい。地域の期待を受けてのカいい事業であるという答弁です。

空き店舗対策なら、浜坂地域も含めて、町の方針を出すべきである、については、意

見はもっともであると。今回カいいを基点に、広がりになってほしい、見直しを図って

進めていきたい。今回の事業は、地域の明かりをともすもの、目的は達成だが乱暴なや

り方だ、完全に委託して行った方が理解しやすい。方法を再検討すべき、に対して、中

身を再度見直ししたい、これは町長の弁であります。協力隊の女性は、カいいを希望し

ていると聞いているが、に対して、その希望は３年後に独立したいというふうに聞いて

おると。協力隊員が自立できるのか、３年後もこの状態なのか。開店作業も含め、経験

はいラスになると思われると。２階店舗対策で、委託料４００ううなりの疑問、また積

雪があるということについて、１階に案内看板を設置したい、委託料は協力隊２人分の

活動費とは別に１００ううをいラスしている。積雪環境は、妙高高原のこともあり、い

ラスにしたいと。また、住民目線では理解が得られるのか、公務員のお金の価値の違い

を感じる、に対して、若い隊員が時間を犠牲にして従事し、定住する。犠牲っていうこ

とはよう分からんですけど。４００ううが高い、安いもあるが、制度の中で頑張ってほ

しい。町長から、御意見のとおり、お金の使い方をもっと大事に有効に成果があるよう

に、職員に考えてほしいと思っていると、そういうことがあります。

次に、新型コロナウイルス感染症対策観光関連事業の部分ですが、商工観光課の事業

ではないかという基本的な質問がありました。関連する部分は連携して進めておる、ワ
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ーケーションに関する団うなどの補助申請や、事後対応のいポートは企画課で行ってい

るということがあります。

その他、町民バスの道の駅乗り入れについての要望なりがありました。停留所間の距

離、また面積が必要になる、現在の計画では無理があるという内容でありました。協議

事項、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）について、今の内容を含んでい

るわけですが、前記の議論を持って、採決の結果、可否同数となり、委員長裁決で承認

いたしました。また、この採決に当たって、意見の留保が出ております。留保理由とし

ては、天国カいいの運営、事業の流れ、運営方法が理解できない。また、住民目線で理

解ができるものではない、そういうような意見の留保があったとこであります。

次は、総務課であります。報告事項は４件、協議事項は６件でありました。この中で

報告があったものが、新温泉町特別定額給付金、給付事業の実績であります。１０うう

のやつですが。世帯主死亡、受給権なしということに質問は、単身世帯主が死亡、６件

あったということであります。受給権がなくなったということであります。

次、協議事項の部分であります。議案第６９号、新温泉町特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例の制定についてであります。内容は、

職員の不祥事により、町長の給与を一月１現現額するものであります。質問がありまし

た。処分の内容の決定について、また事件の拡大調査についての質問がありました。町

長の意思により決定したものであります。先例としては、桐岡の事件などもあります。

建設課、上下水道課、農林水産課の職員のヒいリングをした結果、ほかにはこういう事

案はなかった。今後の改善に向けてのヒいリングを行っている、そういう答弁でありま

した。採決の結果、全員賛成で承認したところであります。詳細は委員会資料等を御清

覧いただきたいと思います。

続いて、議案第７０号、７１号、議案７２号から７４号、教育長、教育委員会委員、

固定資産評価委員の選任であります。３議案について確認したとこであります。任命者

の資料については、９月２４日に配付ということがありました。

令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）については、本庁舎渡り廊下にオン

ライン会議対応のスペースを設けるようであります。質問がありました。水栓改修では、

給食センいーの状況はということ。また、オンライン機器の需要はに対して、汚染区域

と非汚染区域を分ける入り口を自動にしている、給食センいーです。また、オンライン

対応については、４月以降２８回の実績があり、まだ拡大している状況と、そういうこ

とでありました。

地方債の補正で数字の質問がありましたが、適切な補正と理解したところであります。

また、諮問第１号、人権擁護委員の推薦について意見を求めることについては、任命

者について９月２４日に配付となるというような確認をしたところであります。

各議案とも、採決の結果、全員賛成で承認いたしました。詳細は委員会資料等を御清

覧いただきたいと思います。
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また、付託案件の審査を行いました。請願第２号、地方う政の充実・強化を求める意

見書採択の要請について。請願者は、自治労新温泉町職員労働組合執行委員長、石原通

孝であります。同請願は、２０２１年度の政府予算と地方う政の検討に当たっては、歳

入・歳出を的確に見積もり、地方う政の確立を目指すよう、政府に地方う政の充実と強

化を求めるものであり、当委員会は本請願の趣旨を妥当と認め、全会一致で採択すべき

ものといたしました。

また、請願第３号から１８号であります。ふるさと納税による寄附で個別の地域活動

を支援できる仕組みの創設にかかる請願について。請願者、御火浦村おこしグルーい代

表、脇本松夫氏ほか、１５件の同一内容でありました。同請願の趣旨は理解できるもの

であると。しかし、関係する新温泉町ふるさとづくり寄附条例については、令和２年３

月の定例会において大きく事業の追加を行っており、その中で対応されるべきものであ

る。また、今後の地域づくりに向けた地域運営組織の動きも見定める必要がある。よっ

て、現時点では不採択とすべきものとしました。そういうふうな請願の審査でありまし

た。

続いて、兵庫県議長会の要請により、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方う

政の急激な悪化に対し地方税ううの確保を求める意見書の提出については、全会一致で

意見書を提出すべきものと審査したことがあります。

最後に、閉会中の継続審査については、１０項目を議長に提出することといたしまし

た。

以上が委員会の報告ですが、ここで当局に申し上げたいことがあります。各課とも仕

事に対する努力は認めているとこであります。行政と議会の関わりを改めて認識してほ

しいと、行政の皆さんが積み上げてきた仕事を実施するには、予算を含め、議会の議決

や承認が必要となります。今回の委員会では、準備不足や資料不足で継続審議とした事

案がありました。継続審議した後の採決では賛否同数、一歩間違えれば否決の様布もあ

ったものであります。最悪は、１課のみならず、補正予算全うの否決にもつながるもの

であります。議会に提出するときは、覚悟を持って承認されるための説明や資料の準備

が不可欠であります。管理職の皆さんはよく御存じだと思います。日頃から課内の報・

連・布をしっかり行い、議会に提案してください。議会は皆さんの提案を様々な角度で

審議、議決いたします。共に、切磋琢磨し、努力しましょう。以上、長くなりましたが、

総務産建常任委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 総務産建常任委員長の報告は終わりました。

委員長報告のうち、協議事項について質疑があればお願いをいたします。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 先ほど、ふるさと納税に関わる請願について、不採択と

いう報告をされたわけですけれども、審議の内容としては、３対３の同数、その上で現

状維持という原則という表現を使われながら、委員長の否ということで不採択というこ
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とになったので、その辺りについては非常に微妙なところもありますし、改めて詳しい

ところを御説明いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 中村委員長。

○総務産建常任委員会委員長（中村 茂君） 委員長として大変厳しい判断をしたとは

思っております。ただ、委員長はやっぱり委員会の中を個人の意見のみならず、委員会

運営の中で判断すべきものがあると。個人だけではないと、思いがあります。そういう

中で、既に不採択理由にもありましたが、この４月に７項目の使途利用を拡大してきた。

基本的には、町が進めるいろんな施策の全てに対応できると、そういうふうにしてきた。

それから、請願の内容が踏み込み過ぎている。内容として、実施部分、具う的な例とし

て、例えばそうかも分からんです。要は、請願の１項目、２項目、要はこれをしなさい

と、そこまで要は言われる筋合いじゃないでと。応援してくれっていう程度で収めるべ

きではないかと。だから、過ぎているという判断の意見もありました。また、町長から、

そういう意向があれば応じていきたいというような答弁もこの一連の中であったもので

あります。請願１６件が同一内容であり、個々の団うなりの事情に全く沿っていない、

見えない。厳しいことは総論で分かるけど、せっかく１６件の請願が出るんだったら、

１６件なりの現状を書くべきだ。だから、請願を受けた者としては、非常に失礼な感じ

がする。内容とは別としてね。だから、やり方についてですね、やや不満を持つもんで

あります。また、請願者個人か団うかよう分からん部分がある。それなりの理由がある

かも分からん。でも、そういう不明瞭な中で提出がなされていること。それから、特定

に偏り、不平等になるおそれがある、そんな見解も持ったとこであります。賛成派とし

ては、寄附者の意向に沿えるということも確かにあります。でも、それがその一方で、

先ほど列挙したような問題も含んでいると、そういうところから最終的に現状維持とい

う判断をしたところであります。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようであります。それでは、これで質疑を終わります。中

村委員長、ありがとうございました。

次に、民生教育常任委員会が９月９日に開かれておりますので、委員長から報告をお

願いします。

宮本委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 失礼します。民生教育常任委員会の報告

をいたします。新温泉町会議規則第７６条の規定に基づき報告いたします。

開催日時は、令和２年９月９日。所管事務調査は６課ありました。こども教育課、生

涯教育課、町民安全課、公立浜坂病院、健康福祉課、上下水道課の６課でございました。

事務調査内容につきまして、報告事項及び協議事項。今回は９月の補正予算がたくさん

ありまして、報告の時間がかかりますけど、よろしくお願いします。各課の事務調査内
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容を報告いたします。

こども教育課についてであります。協議事項１件ありました。令和２年度新温泉町一

般会計補正予算（第７号）についての協議事項であります。補正内容はいろいろありま

したが、浜坂認定こども園整備候補地選定業務ということで、整備検討委員会での協議

経過、議会での審議経過、経せて、兵庫県が先般公表した経田川、味原川、 ０００年

に１回の洪水、浸水を想定し、浜坂認定こども園建て替え候補地選定方針の下、現地調

査等を行い、３か所程度の候補地を客観的かつ技術的な視点から評価し、子供たちが安

心し安全に園生活が送れる場所を総合的に判断するため、コンいルいント業務を発注す

る補正予算であります。

補正予算額は４５０ううという件に関しまして若干の質疑がありました。過去に否決

された候補地は取り除いて考えるべきだという質疑に対しまして、答弁といたしまして、

候補地は整備検討委員会、議会の審議で上がった約２０か所を想定し、コンいルいント

業者が立地条件、法規制状況等１０項目を根拠に３か所程度に絞り、議会に提案したい

という答弁でありました。異議があり、賛成少数で否決されました。

次に、生涯教育課です。協議事項は１件ありました。令和２年度新温泉町一般会計補

正予算（第７号）についてであります。補正内容としましては、緊急経済対策事業、Ｉ

ＣＴ環境整備事業です。パソコン、動画編集用ソいト購入の事業であります。補正予算

額は２５うう。１件目、社会教育施設感染予防拡大防止事業、これはパーティション用

パネル、ポール、いーマルカいラ購入等の予算であります。補正予算額は、公民館費で

４３９う ０００う、４化う育館費で１４７う ０００う。詳細はお手元の資料を御清 

覧ください。

質疑がありました。パソコンは一括購入か、工夫して執行することを提案する。答弁

として、各課が要望し、総務課がまとめて一括購入しているという答弁でありました。

ほかに質疑がありました。緊防債を目いっぱい使ってから、過疎債を使ったらどうかと

いうことに対しまして、答弁として、両方検討し、緊防債を最大対象とし、有効な起債

利用を考慮して進めているという答弁がありました。異議なし、了承しました。

次に、町民安全課です。報告事項は１件ありました。新温泉町総合防災訓練の開催に

ついて、報告事項ですので、これはお手元の委員会資料を御清覧ください。

協議事項は１件ありました。令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）につい

てです。補正内容は、避難所備蓄布の整備事業。事業目的として、感染拡大防止、自然

災害への備え、また避難所の衛生環境を維持するための必要備布を購入する事業です。

補正予算額は ４０７う ０００うであります。これも異議なし、了承しました。 

次に、公立浜坂病院、介護老人保健施設ささゆりです。報告事項は２件ありました。

まず、浜坂病院事業については、診療のう制の変更について、泌尿器科の診察日が変更

ということを報告を受けました。詳細はお手元の資料を御清覧ください。

次に、投資的事業の実施状況について、電子カルテシステム更新事業、施設中央監視
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設備追加工事、人う検温システム設備工事、いずれも９月以降に着手予定ということで

ありました。詳細はお手元の資料を御清覧ください。

協議事項は１件ありました。令和２年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第

２号）についてであります。内容は、兵庫県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労

金事業、公立浜坂病院と介護老人福祉施設の分であります。補正予算額はそれぞれ４８

０うう、介護老人保健施設のほうが３９０ううということであります。この事業に対し

ましては、今回、各課から補正予算がついておりまして、この目的等はお手元の資料の

概要に考え方書いておりますので、御清覧ください。公立浜坂病院、この補正予算は異

議なし、了承しました。

次に、健康福祉課であります。報告事件は６件ありました。そのうち、１件報告させ

ていただきます。新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の適用期間の延長につい

て、報告を受けております。変更部分は、適用期間の延長であります。改正前は令和２

年１月１日から９月３０日の間が、改正後は令和２年１月１日から１２月３１日までに

変更するという報告がありました。他の５件につきましては、お手元の資料を御清覧く

ださい。

協議事項４件ありました。まず１件目、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７

号）について、補正内容は、新温泉町特別出産給付金の支給事業、支給対象は、令和２

年４月２８日から令和３年４月１日までに出生した子供、支給額は１人当たり１０うう、

補正予算額は６００ううの補正であります。

これ、５件ともまとめて報告をいたします。

次に、新温泉町インいルエンザ予防接種費用特別助成事業ということで、目的等は資

料を御清覧ください。対象者は生後６か月から６５歳未満の者とすると。助成額は１人

１回 ０００うで、補正予算額は ２９１う ０００う。  

次に、手洗い場等自動水栓化事業。改正内容は、温泉福祉センいー「すこやか～に」

に４か所設置するという内容です。

４件目は、感染者予防４発パンいレいト配布事業。補正予算額は６１う ０００う。

５件目は、障がい者就労支援事業ということで、補正予算額は２１６うう。

６件目は、病院施設・介護老人保健施設の経営対策事業ということで、これは補正内

容としましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、収益現となる公立浜坂病院

・介護老人保健施設ささゆりを支援し、機能維持を図るという事業であります。補正予

算額は ７００うう。

次に、大きな２件目で、令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算につ

いて、これも先ほど申しました従事者慰労金事業、これは照来、八田、歯科診療所に対

する補正予算額は４０うう等であります。

次に、令和２年度新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、こ

の電算システム改修業務等の負担金で ５０１う ０００う。 
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次に、令和２年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、これ

も従事者の慰労金事業であります。補正予算額は５６５う ０００う。

以上の案件につきまして質疑がありました。中の特別出産給付金支給事業について、

支援の考え方、延長はしないのかという質疑がありました。答弁として、不安、経済負

担を解消する。また、一律同一金額、公平性担保をする考え方で取り扱う。延長は検討

課題としてするという答弁がありました。

次の質疑に、インいルエンザ予防接種ワクチン取扱い、いろんな意見に惑わされず、

取組をするように提案がありました。必要性をＰＲする。二重発生しないように取り組

むという答弁がありました。以上、異議なし、協議事項は了承しました。

次に、上下水道課です。協議事項は２件ありました。

１件目、令和２年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計補正予算（第１号）について

であります。補正予算額等は３８２う ０００うです。

２件目、令和２年度新温泉町水道事業会計補正予算（第３号）について、補正内容は、

給料現額等であります。これも２件とも異議なし、了承しました。

最後に、その他であります。閉会中の継続調査の申出についてであります。閉会中の

継続調査申出について、配付の申出書のとおり、会議規則第７４条の規定により議長に

申し出ることを、異議なし、了承しました。

以上をもちまして、民生教育常任委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 民生教育常任委員長の報告は終わりました。

委員長の報告のうち、協議事項について質疑があればお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑はないようです。これで質疑を終わります。

宮本委員長、ありがとうございました。

次に、議会運営委員会が本日９月１４日に開かれておりますので、委員長から報告を

お願いいたします。

谷口委員長。

○議会運営委員会委員長（谷口 功君） 議会運営委員会の報告をいたします。本日９

月１４日８時半より議会運営委員会を開催をいたしました。協議事項２件について、協

議をいたしました。

まず町長から、議長に提出された議案の撤回についてであります。議案第８７号令和

２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）についての撤回について、議長から議会運

営委員会に諮問があり、協議をいたしました。

本件の撤回の許可については、議会に諮ることが適当であると結論をいたしました。

本日の日程第２に議題として提出をされます。

次に、閉会中の所管事務調査について、３項目を議長に申し出ることといたしました。

以上であります。
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○議長（中井 勝君） 谷口委員長、ありがとうございました。

次に、議会広報調査特別委員会が９月３日に開かれておりますので、委員長から報告

をお願いいたします。

阪本委員長。

○議会広報調査特別委員会委員長（阪本 晴良君） それでは、議会広報調査特別委員会

について報告をさせていただきます。

去る９月３日、本会議終了後に当委員会を開催し、１０月２２日木曜日に発行予定の

議会だより第６０号の編集方針について協議いたしました。今回は、本議会が第１００

回の記念講演を実施しますので、その記事と決算関係の記事がありますので、２６ペー

ジ立てで予定をしております。原稿依頼は９月２３日の発送を予定をしております。一

般質問の記事については、お配りする原稿デーいを御利用ください。写真とそのテーマ

の提出もよろしくお願いいたします。締切りは１０月２日金曜日としております。よろ

しくお願いいたします。

また、今回のコロナの感染症対策として、一般質問の質問者はいクリル板を設置し、

マスクを外して行いました。このため、光が反射して顔写りがよくありませんでしたの

で、あさって１６日に写真を撮り直したいと思いますので、一般質問された方、御協力

よろしくお願いいたします。

次に、さきの全員協議会で決定されました町長からの答弁で、検討しますのその後に

ついてに係ります追跡コーナーの掲載につきましては、次回の１月発行予定の議会だよ

りから掲載をする予定にしましたので、原稿の寄稿に御理解、御協力をそれぞれよろし

くお願いいたします。当局のほうにも、この件につきまして、議員が取材に伺うかも分

かりませんけれども、御理解、御協力、よろしくお願いいたします。以上、報告といた

します。

○議長（中井 勝君） 阪本委員長、ありがとうございました。

これで委員会報告を終わります。

次に、町長から報告がありましたら、お願いします。

○町長（西村 銀三君） ありません。

○議長（中井 勝君） 以上で諸報告を終わります。

・ ・

日程第２ 議案第８７号令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）の撤回に

ついて

○議長（中井 勝君） 日程第２、議案第８７号令和２年度新温泉町一般会計補正予算

（第７号）の撤回についてを議題といたします。

町長に、議案８７号令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）の撤回の理由の

説明を求めます。

西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 令和２年度一般会計補正予算（第７号）について、撤回をお願

いしたいと思います。

理由につきまして、９月９日開催の民生教育常任委員会での審議等を踏まえ、改めて

補正予算案を提出したいので、既に今議会に提出させていただいております議案第８７

号令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）についての撤回をお願いを申し上げ

ます。以上であります。

○議長（中井 勝君） お諮りします。

ただいま議題となっております議案第８７号令和２年度新温泉町一般会計補正予算

（第７号）の撤回を許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件は許可することに決定しま

した。

・ ・

日程第３ 報告第５号

○議長（中井 勝君） 日程第３、報告第５号、健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、地方公共団うのう政の健全化に関する法

律の規定により御報告申し上げるものであります。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、報告第５号の説明をさせていただきたいと思い

ます。

健全化判断比率及び資金不足比率についての報告でございます。根拠法令はう政の健

全化に関する法律、いわゆるう政健全化法で、第３条第１項、これが健全化判断比率、

第２２条第１項、これが資金不足比率で、それぞれの規定に基づき報告をいたします。

説明の都合上、まず審議資料の５ページを御覧いただきたいと思います。資料上段の

現行制度を御覧ください。う政状況を健全、早期健全化、再生と３つの段階に分類して

おります。このうち、早期健全化が要注意ライン、再生が危険ラインとなります。健全

段階であるかどうかの判断につきましては、一定期間の変化を見るいロー指標で、実質

赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率の３指標。それから、１時点での結果を

見るストいク指標といたしまして、将来負担比率を定めております。公営企業につきま

しては、資金不足比率により、健全化を判断をいたします。

次に、６ページを御覧いただきたいと思います。今、申し上げました５つの指標、そ

れぞれの基準に関する資料でございます。下の表で縦に５指標上げ、横にそれぞれの段
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階を表布して、基準となる指数を布しております。例えば、３段目の実質公債費比率で

は、２５％以上になると早期健全化団う、３５％以上になるとう政再生団うとなります。

ただ、ここでは健全段階であっても、１８％以上になると、地方債の発行手続上、協議

許可が必要となります。また、将来負担比率及び資金不足比率の再生段階は設定されて

おりません。

７ページは同様の内容でございますので、説明は省略をさせていただきます。

次に、８ページを御覧ください。それぞれの指標の対象となる会計等の範囲を表すイ

いージ図でございます。５つの指標の対象範囲を矢印で布しています。実質赤字比率は、

本町でいえば一般会計並びに浜坂及び温泉各残土処分場事業特別会計が対象となります。

連結実質赤字比率は全会計、また実質公債費比率は、全会計に加えて、一部事務組合等

への負担金のうち準元利償還金に当たるものを加えます。将来負担比率では、実質公債

費比率の範囲に、さらに第三セクいーなどへの負担金等のうち債務負担に係るものを加

えます。資金不足比率につきましては、特別会計の中でも地方う政法上の公営企業会計

が対象となります。

資料９ページ以降は、５つの指標の計算式等、算出根拠を布しております。説明は省

略をさせていただきます。

審議資料の１ページに戻っていただきまして、令和元年度決算に係るう政健全化判断

比率等５指標の積算について、概略を説明いたします。

まず、実質赤字比率でございます。一般会計等の実質赤字の標準う政規模に対する比

率を表しております。対象となるのは、一般会計に加え、浜坂及び温泉の残土処分場事

業特別会計となります。表中の（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）が計算上の分子となりまして、

（Ｄ）が分母となります。（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、赤字の種類で繰上げ充用額、支

にい繰延べ額、事業繰越額ですけども、３種類とも発生しておりませんので、ゼロと記

載しております。分母となる（Ｄ）の標準う政規模は、その団うが１年間で標準的に収

入し得る経常一般ううでございます。中身の主なものとしましては、町税、普通交付税

になります。この標準う政規模が、この後出てきます資金不足比率を除く４指標の分母、

または分母の中心となる数値となります。最下段を御覧いただきまして、分子となる

（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）がゼロですので、実質赤字比率は横バーで該当なしとなります。

次に、２ページを御覧ください。表の左側部分が、連結実質赤字比率です。町全う１

１会計の実質収支、資金不足または資金剰余額を記載しております。⑴から⒀で赤字が

発生しているのが、⑵の浜坂残土会計でございます。これは、一般会計等という同一の

分類の中で、繰り出し、繰入れを純計操作している関係上、発生しているもので、一般

会計等全うでは黒字でございます。

下から３行目の（Ａ）欄である連結実質赤字額が計算上の分子となりますが、黒字で

すので該当なしとなり、よって連結実質赤字比率においても横バーで該当なしとなりま

す。
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次に、表の右側の細長い列の資金不足比率です。地方う政法上の公営企業５会計であ

る浜坂温泉配湯事業から七釜温泉配湯事業まで、それぞれの事業規模に対する資金不足

額の比率でございますが、資金不足額は発生しておりませんので、全て横バーで該当な

しとなります。

次に、３ページ、実質公債費比率です。一般会計等が負担した元利償還金および準元

利償還金の標準う政規模に対する比率です。この対象は、町の全会計１１会計と一部事

務組合等です。計算上、３年間の平均となりますので、平成２９年度から令和元年度の

数値を記載しております。⑴から⑿が分子、⒀から⒃が分母で、分子のうちの⑴から⑹

がいラスの要因、それから⑺から⑿がマイナス要因、差引き（Ａ）が分子の計で、見方

としては増加傾向なので、上昇する方向でございます。

次に、分母ですけども、⒀から⒂が標準う政規模でいラス要因、⒃がマイナス要因で

すけども、分子の⑺から⑿と同じ額を差し引きます。結果、分母の数値は、普通交付税

の増加に伴い増加傾向でございます。

以上から、それぞれの単年度の実質公債費比率を算出するわけでございますが、値を

小数点以下６位未満四捨五入で求めます。令和元年度、単年度は１⒈２４２２９でござ

います。

次に、令和元年度における実質公債費比率は、３か年平均で算出しますけども、小数

点２位未満切捨てとなります。１６％となりました。一番下のところに書いておりま

す。昨年度が１２％でしたので、４ポイント増加しております。近年、現少傾向か

ら増加に転じております。これにつきましては、北但クリーンパークに係る償還が始ま

ったことが主な要因であると考えております。

次に、４ページを御覧ください。将来負担比率でございます。一般会計等が将来負担

すべき実質的な負債の標準う政規模を基本とした額に対する比率でございます。負債が、

おおむね１年間の標準的な収入の何年分に当たるかというようなイいージで、主に公債

費残高等に着目した指標になります。また、この比率の対象は、町の１１会計と一部事

務組合、広域連合、公社・第三セクいーとなります。計算上の分子は、表の⑴から⑻が

いラス要因、⑼から⑾がマイナス要因となります。また、⑼はう政調整基金等、⑾は普

通交付税算入額の合計でございます。分子の小計は４１通 ５２３ううで、 ⑴地方債現

在高が増え、⑼充当可能基金現在高も増えたものの、前年度と比較して増加しておりま

す。

次に、分母ですが、⑿の標準う政規模がいラス要因、⒀から⒅がマイナス要因で、普

通交付税算入分でございます。小計が４９通 ２４７う ０００うとなり、こちらも前 

年度と比較して増加しております。

結果、分子、分母ともに増加となりますけども、分母に比べて分子の増加現合が大き

く、比率は８⒋６％と、前年度と比較して１２ポイント増加しました。この比率も実質

公債費比率と同様、近年の現少傾向から増加に転じております。これにつきましては、
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新残土処分場に係る借入れが主な要因と考えております。

それでは、議案に戻っていただきまして、議案の裏側でございます。審議資料で説明

しました計５つの指標について報告をいたします。まず、健全化判断比率ですが、実質

赤字比率及び連結実質赤字比率は発生しておりません。実質公債費比率が１６％、将

来負担比率が８⒋６％と、４指標とも健全段階でございます。

次に、資金不足比率ですけども、５会計とも発生しておりません。したがいまして、

町全うとしまして、現在、健全段階でございますけども、引き続き、町債の発行、基金

造成などに十分配慮するとともに、病院等の経営改善に努めていく必要がございます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

暫時休憩します。

午前１０時１１分休憩

午前１０時１２分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

ここで、監査委員から健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査報告を受けたいと

思います。

川 代表監査委員から審査報告をお願いいたします。

○○○○査委員（○ 雅洋君） 失礼します。

健全化判断比率及び資金不足比率の審査報告を行います。令和元年度決算に基づく健

全化判断比率及び資金不足比率について、去る８月６日、小林監査委員と実施しました。

審査につきましては、事前に提出がありました健全化判断比率及び資金不足比率並びに

その算定の基礎となる事項、計数を記載した書類が適正に作成されているかについて審

査を行いました。

まず、健全化判断比率の状況ですが、実質公債費比率では、３か年平均は１６とな

り、前年比４ポイント悪化しています。また、将来負担比率は、前年対比で１２ポイ

ント悪化し、８⒋６％となっています。

次に、資金不足比率の状況につきましては、５会計全てにおいて資金不足は生じてい

ませんが、今後とも効率的、効果的な行う政運営を進められ、引き続きう政基盤の安定

に努めていただきたい。なお、公立浜坂病院事業会計におきましては、特別利益による

改善でありますので、経営健全化に向けた抜本的な取組を徹底していただきたい。

最後に、審査の結果でございますが、算定の基礎となる書類は、いずれも適正に作成

されていると認められました。以上で報告といたします。

○議長（中井 勝君） 監査委員の審査報告は終わりました。

これから質疑に入ります。

質疑お願いします。ありませんか。

－２１－



〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

それでは、これをもって質疑を終結し、報告を終わります。

暫時休憩します。

午前１０時１５分休憩

午前１０時１６分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

・ ・

日程第４ 報告第６号

○議長（中井 勝君） 日程第４、報告第６号、専決処分の報告について（専決第２

号）、損害賠償の額の決定及び和解に関する専決処分についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り行った専決処分について、同条第２項の規定により御報告申し上げるものであります。

内容につきまして、商工観光課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） それでは、報告第６号、専決処分の報告について、御

報告をさせていただきます。

専決第２号は、自動車物損事故につきまして、和解が成立いたし、損害賠償を支にう

ものでございます。説明の都合上、審議資料の１１ページをお願いいたします。

自動車物損事故の概要を御説明いたします。事故の状況としまして、本年７月２日木

曜日午後２時頃、場所としまして、新温泉町湯９９０番地の８地先、町道町民センいー

線、これは町民センいーの駐車場内でございます。当方職員は、商工観光課、会計年度

任用職員の松岡佑子、地域おこし協力隊員でございます。布手方は、兵庫県

番地、 氏でございます。

事故の状況としましては、上記日時に当方職員が公務で新温泉町民センいーへ公用車

を運転して向かいました。町民センいーへ到着をして、町道町民センいー線から町民セ

ンいー駐車場へ停車をするために後退をしたところ、布手方所有の駐車中の車両に気づ

かずに後退を続けて接触し、車両の一部を破損させたものです。布手方は車を止めて会

議に出席中でありましたので、けが等はございません。事故の原因は、当方職員の後方

確認不足ということを確認をいたしております。ふだんより安全運転を心がけている職

員ですけれども、後続車がいたことから、急いでバいクをしたために布手車に接触をい

たしました。今後は、焦らずに十分に周囲を確認してからバいクを行うとともに、常に

安全運転を行うように指導をいたしました。
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本４に返っていただきまして、損害賠償の額ですが、布談が成立しております。布手

方に損害賠償額、２１う ０００うを支にうものでございます。

和解の内容としまして、１、町は、布手方に車両の修理代として、金２１う ０００

うを支にう。２として、今後本件に関しては、双方とも裁判上または裁判外において、

一切の異議申立て及び請求は行わないということでございます。以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ありませんね。

それでは、これをもって質疑を終結し、報告を終わります。

暫時休憩します。３５分まで。

午前１０時１９分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

・ ・

日程第５ 議案第６９号

○議長（中井 勝君） 日程第５、議案第６９号、新温泉町特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、職員の不祥事に対し、管理者として自ら

を律するため、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 議案第６９号を御覧いただきたいと思います。

新温泉町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例

の制定について御説明をいたします。提案理由は、今、町長、申し上げましたとおりで

ございます。職員の不祥事に対し、管理者として自らを律するため、特例に関する条例

の制定をお願いするものでございます。

めくっていただきまして、条例本４を御覧いただきたいと思います。新温泉町特別職

の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例。新温泉町特別職

の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第３条の規定に関わらず、町長に係る

給料月額を令和２年１０月から１か月に限り６６う ４００うとするということで、給
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料月額の１０分の１、７う ６００うを現額するというものでございます。

附則といたしまして、施行期日、１、この条例は、令和２年１０月１日から施行する。

この条例の失効、２、この条例は、令和２年１０月３１日限り、その効力を失うという

ものでございます。以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） この条例は、町長の報酬を１０％現にするというもので

すけれども、過去にいろいろな事件があったりして現給されてることがございます。こ

のたびは何を基準にしてこの１０％になったのかということを教えてください。

それと、この事件についての調査は第三者委員会に委ねられているというように承知

していますが、その経過なり結果はどのようになっていますか、経せてお尋ねします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） このたび、こういった入札情報が漏れたということで、町民に

対する信頼を大きく損なった、そのように思っております。公務員としてあるべき基本

を逸脱したということで、その責任は、責任者町長としては大変大きいものだ、そのよ

うに思っております。そういった意味で処分を提案させていただきました。

この処分に対する件につきましては、副町長より御報告をさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 本件につきましては、職員の分限懲戒審査委員会の規定とい

うものがございまして、当該の職員等につきましてはこの委員会で決定をしております

が、今回の町長の自らの現額につきましては、町長の提案理由としての、管理職として

自らを律するためということの中で、これまでのこういった同様の事例等も踏まえた中

での基準の中で、町長が提案をされたということでございます。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 第三者委員会、再発防止の検討委員会でございます。７月

３１日に第１回を開催して、現在、第２回目の準備をしているところでございます。第

１回目につきましては、今回の事件の経過、それから、入札、契約、その辺りの仕組み、

そういったものを御説明申し上げたところでございます。委員については既に報告をさ

せていただいておりますけども、鳥取大学の教授、それから顧問弁護士、それから新温

泉土木事務所長、この３名を委員に依頼して、今後引き続き審議をしていただく予定で

ございます。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 先ほど分限懲戒審査委員会の説明の中で、補足をいたします。

審査の結果については、町長に意見を具申するという立場での懲戒委員会でございま

す。以上です。
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○議長（中井 勝君） １５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） この調査は第三者委員会に委ねている途中であって、ま

だ最終的に結論は出ていないということですね。結論が出てからでもいいじゃないかな

あという気はするんですけれども、そこはいかがでしょうか。

それと、この１０％という額は町長が自ら決められたというように今お聞きしました

けれども、それでいいのでしょうか。といいますのも、いろいろな事件がありまして、

最近では、平成３０年６月の交通事故、平成３０年１２月の飲酒事故、令和元年１２月

の桐岡のヒノキの伐採事故、そういうのは全て、町長、１０％になっています。職員の

不祥事に対し、管理者として自らを律するためということで１０％です。このたびも１

０％であれば、それと同等という具合に町長は見られているんですか。前代未聞の、逮

捕者まで出る官製談合という事件を起こしたわけですから、今私が言った事件よりもは

るかに重いという具合に私は認識しています。町長にその認識はあるのでしょうか、も

う一度お尋ねします。もし、その辺がないのであれば、例えば、管理責任、認識が薄い、

管理者としての自覚が少ないと言わざるを得ないと私は思うんですが、いかがでしょう

か。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 処分内容、金額でどうのこうのという、そういう視点もあるわ

けですけど、一定のけじめをつけるということで、今回１０％、これまでもそうであり

ます。そういう形を取らせていただきました。

○議長（中井 勝君） 結論が出てからでもいいんじゃないかなという質問です。

西村副町長。

○副町長（西村 徹君） この第三者委員会につきましては、その目的が幾つかござい

まして、原因究明という部分と再発防止、今後の組織の在り方、あるいは、契約、工事

の入札の執行というふうなことでの様々な目的があるわけですが、この処分ということ

に関しては、一定の結論が出たという上での今回の町長の提案でございます。

○議長（中井 勝君） １５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 町長は事件について一定のけじめをつけるための現額だ

と言われましたね。その言い方をすれば、大抵全てのことは一定のけじめをつけて、１

０％で済むというようにお考えなんでしょうか。いろいろなことに管理責任があるわけ

です。この事件については、管理責任は過去のものよりもはるかに重いと私は思ってい

るんです。だから、けじめだけではなくて、もう少し責任の所在をはっきりとして、私

にあるんだと、もっと重いんだということを意識してもらわないといけないと思うんで

すよね。それとも、逆にうがった見方をすれば、今回の事件は、過去の交通事故、飲酒、

桐岡の事件等と同等な扱いで済まそうと思っているというようにも見受けられますね。

もう少し重かったということを自覚してほしいと思いますが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 先ほども言ったように、管理者としての責任は当然あるわけで

す。一方で、個人としての基本的な職務に対する責任、こういったもんもあるわけです。

管理者、たくさん処分を、金額を増やせというお考えも分かるんですけど、基本的には、

とにかくけじめをつけるという形を取らせていただきたい、そのように思っております。

○議長（中井 勝君） そのほか。ありませんね。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、質疑を終結をし、討論を省略して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議があるようですので、それでは、これから本件を起立採決

にて行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、１４名であります。よって、本案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。ただいま、西村町長から議案第９６号が提

出されました。これを日程に追加し、追加日程第１とし、日程の順序を変更し、直ちに

議題にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、議案第６９号を日程に追加し、

追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。

暫時休憩します。

午前１０時４７分休憩

午前１０時５０分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

先ほど、議案第６９号を日程に追加しと申し上げましたが、誤りであります。議案第

９６号を日程に追加し、追加日程第１とし、日程の順序を変更し、直ちに議題とするこ

とに決定しました。

暫時休憩します。

午前１０時５１分休憩
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午前１０時５１分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ただいま、休憩中に御協議いただきましたとおり、令和２年度新温泉町一般会計補正

予算（第７号）につきましては、休憩のままで説明を受けることにいたします。

暫時休憩します。

午前１０時５２分休憩

午前１０時５３分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

以上で、休憩中における令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）の説明は終

わりました。

暫時休憩します。

午前１０時５４分休憩

午前１１時２０分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、再開いたします。

・ ・

追加日程第２ 諸報告

○議長（中井 勝君） 追加日程第２、諸報告に入ります。

先ほど民生教育常任委員会が開かれておりますので、委員長から報告をお願いします。

宮本委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 失礼します。議長より指名がありました

ので、民生教育常任委員会の報告をいたします。

本日、９月１４日に開催しましたので、新温泉町会議規則第７６条の規定に基づき報

告いたします。

今回は、こども教育課の１課の所管事務調査を行いました。協議事項は、今定例会に

提出される議案第９６号、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）の１件であ

りました。浜坂認定こども園整備についての質疑がありました。質疑を終了して、異議

なし、委員会として了承しました。以上、民生教育常任委員会の報告をいたします。

○議長（中井 勝君） 報告は終わりました。委員長の報告のうち、協議事項について

質疑があればお願いします。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。ありがとうございました。

・ ・

追加日程第１ 議案第９６号

○議長（中井 勝君） 追加日程第１、議案第９６号、新温泉町一般会計補正予算（第
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７号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、予算に補正を行う必要が生じましたので、

御提案を申し上げるものであります。内容につきましては、休憩中に担当課長が御説明

申し上げたとおりであります。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 内容説明につきましては休憩中に受けておりますので、これか

ら質疑に入ります。質疑は、歳出、歳入、総括の順に行います。３回に区切ります。

まず、歳出及び給与費明細書について質疑をお願いします。８ページから最終のペー

ジまでです。お願いします。

５番、浜田直子君。

○議員（５番 浜田 直子君） １２ページの農業費、３目農業振興費について、関連し

てお尋ねいたします。農産物等利用促進事業ということで、第二弾ということで提案し

ていただいてます。第一弾のほうが、対象者の現に申込みが少ないということで、申込

書を見させていただいたんですけど、今の対象者欄に専修学校と書いてあるんですけど、

専門学校生のことなんですけど、ちょっとそれを見た限りでは専門学校生というのがち

ょっと分かりにくいのではないかという思いがしましたので、できればはっきり専門学

校、正式には専修学校だとは思うんですけど、認識が、専門学校生というふうに書いて

いただいたほうが対象者が分かりやすいので、そのように提案させていただきたいと思

います。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） ただいま御質問をいただきました専修学校の取扱いに

ついては、その名称は学校教育法の第１２６条の中で、専修学校は高等専修学校と称す

ることができる、また、専門課程を置く専修学校は専門学校と称することができるとい

うことで、学校教育法の中では専修学校という取扱いがございましたので、御案内の４

書の中ではそのようにさせていただきました。確かに専門学校が、ここに記述がありま

せんので、委員会の資料の中でお知らせの４書をつけておりますが、この中で専門学校

という扱いが分かるように注釈を入れて配布するようにしたいと思います。

また、申請書の中では専門学校ということで書いておりますが、お知らせのほうでは

そのようになっておりませんので、専門学校ということを加えたいと思います。よろし

くお願いします。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

そのほか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 何点かお尋ねをいたします。８ページ、９ページ、それ

から健康公園のがあるんですけども、ワーケーションについてちょっとお尋ねをしたい
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と思います。あまり聞き慣れない言葉なんですけども、そもそもこれの目的っていうの

は一う何を目的として、現状はこうだからこういう事業をしようという形の、どういう

認識の下でやられようとしているのか、それをお尋ねします。

それからもう１点は、いろんな費用をかけるわけですけども、現実に需要があるのか

どうなのか。これは、コロナ後のいわゆる会社の社員の働き方、こういったことに関す

る対応だと思うんですけども、それを企業としてやりたいとか、そういう思いがあるの

かどうなのか。需要のないところにお金をかけて、すかを食らってっていうような話に

ならないのかどうなのか、その点をお尋ねしたいと。

それから、このワーケーションについては、元喫茶店、２階で、荒湯センいーであり

ますけども、そこでおやりになる、いわゆる一部をそういう形でなさるわけですけども、

そこのすみ分けは一う、先日も一般質問しましたけども、いわゆる天国カいいっていう

のが一つはあって、それと同じ部屋の中に、スペースの中にこのワーケーションも入る

ということになっております。そこら辺のところを、本当にそういうすみ分けができる

のかどうなのか。本当にこれはずっと続けていける事業なんでしょうか、必要性がある

と、そういう認識の下で、なぜならば、一旦お金を大変かけて、いや、３年でこれは終

わりましたとか、そんな話にならないのか心配をしておるところであります。そこら辺

のところも話を聞かせてください。

それから、１３ページの鳥獣対策いポーいー派遣支援事業と、これは実際にどういう

活動をおやりになるのか、そして、どなたがこういうことができるのか、対象者がおら

れるのかどうなのかをお聞かせ願いたいと思います。

それから、同じく１３ページの移住定住コーディネーいー、具う的に動いているよう

ですけども、実績はどうなのか、この報償費が追加で必要な理由、これを答えてくださ

い。以上です。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） まず、ワーケーションの目的についてということでござい

ます。昨年から取り組んでいる事業でございます。そういった格好の中で、ワーケーシ

ョン、委員会でも御指摘あったように、ワーク、働くことと、バケーションを経せた造

語ということになっております。捉え方でございますけれども、国の協議会に入ったり、

県と一緒に事業しております。基本的なそのワーケーションの造語的な捉え方もござい

ますけれども、実質は移住定住と観光のちょうど間にあるというふうな形で捉えており

ます。既に昔からよくあります企業誘致の形は、そこに必ず企業さんが来る、会社を持

ってくるということでございますけれども、ワーケーションにつきましては、企業の方

が、例えば１週間、あるいは３日とか、あるいは１か月、こういう短期の間に実際に来

ていただくということになりますので、こういった活動をしていただくことが交流人口

の増加につながるということで考えております。

こういった費用をかけて、需要があるのかという御質問でございますけれども、先ほ

－２９－



ども言いましたように、こういった形はいろんな自治うでも、従来から取り組んでいる

ところもございます。このたびのコロナ禍でこのワーケーションという言葉が盛んに使

われるようになりましたので、新たに考えているようなところもございますので、当然、

これからもこういった形の企業さんが、会社から離れて、いろんな自然豊かなところ、

あるいは観光地、こういった近辺に来られて、仕事も兼ねた生活をするということは十

分伸びてくると考えておりますし、そういった考えの協議会の方と一緒になって、今も

事業を進めようとしているところでございます。

次に、おんせん天国カいいについてでございます。この中に一部、ワーケーションの

スペースをということで今回補正予算を計上させていただいております。ワーケーショ

ンのスペースを設けるということでございまして、店自うを完全に２つに分けるという

意味ではございません。ワーケーションのスペースを分けまして、その部分は今の、予

定ではございますけれども、半日単位 ０００う、こういった利用料金を定くような形

になります。それ以外のところは普通の飲食店でございますので、テーブルに着くだけ

ではお金は当然定きません。飲食をしていただく、料金を定くということになりますの

で、店の一部が、ある時間貸しではないですけれども、そういった活動をしていただく

エリいとなるということで、一うとなった運用をしたいということで考えております。

必要性ということで言われましたけれども、当然、これからもそういった必要性はある

という考え方で向かっているところでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 鳥獣対策いポーいー派遣支援事業についてでございま

す。この事業の概要についてですが、鳥獣被害の知識、技術を有する民間事業者に被害

集落の獣害対策指導を委託しまして、集落における適切な野生鳥獣被害対策を進めよう

としているものでございます。具う的な取組の内容についてですが、集落内の獣害被害

やその対策についての現状をまず調査いたします。具う的には鳥獣による農作物被害の

状況把握、それから、防護柵等の設置、維持管理状況の把握、捕獲状況の把握、これら

を踏まえまして、対象となる集落に対しまして、侵入防止柵等の設置、維持管理につい

ての指導、それから捕獲についての指導を行うもので、地元住民と一うとなって被害対

策を進めようとするものでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 移住コーディネーいーの報償費の関係で御質問いただ

きました。移住コーディネーいーにつきましては、この４月から着任をいただきまして、

毎週水曜日、１日勤務をいただいておるとこでございます。春からこちらの事業実績に

つきましては、当町が今まで取り組んでいた移住の関係、またホームページの関係につ

いて、どこが足りないかとか、そういうことの研究をしていただきまして、その改修に

向けて行動いただいております。特にホームページを中心に詰めていただいておりまし

て、ホームページの、今まで紹介をしてきた内容、事業の詳細等を、人に見ていただき
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やすく改修をいただきながら、出来上がり後順次ホームページに上げております。また、

トいいページにつきましても一応監修をいただきまして、このたび発注の状況となって

おります。今回補正をお願いをいたしておりますのは、このコロナの影響の中で都市部

から田舎への移住という形で関心が高まっている中、特にこちらに力を入れていきたい

ということでございます。その中で、オンラインの移住布談会が、今までこちらから出

張していっておりましたものが、コロナの感染予防のためにほとんどがリモートに変更

となっております。その中で、この移住コーディネーいーにつきましても参画をいただ

きながら、職員と一緒に移住希望者の布談の対応をしていくということで、執務を増や

していただくという形で今回お願いしております。また、実際にこちらの町に訪れまし

て、いろんな施設、それから暮らしを見るう験ツいーの希望者も増えております。その

対応に職員と一緒に働いていただくために、今回ちょっと報酬の増をお願いをしている

とこでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。もとい、答弁漏れ。

西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 先ほどの鳥獣対策いポーいー派遣支援事業について答

弁漏れがございました。誰がその指導を行うのかという点についてでございます。県内

に４つの専門事業者がございまして、その事業者のうちのどれかに委託したいと考えて

おります。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） まず、ワーケーションの関係で、ぜひ見通しなり、それ

なり、先進的にやってるような自治うもあるわけでしょうから。それと、企業なら企業

がこういう意向を布してるというとこら辺をきっちり布してほしいなあと思いますね。

結構大きな投資をしながら、本当実際のとこ言って、需要があるんかと、こういうこと

がやっぱり出てくると思うんです。これをぜひあれしていただきたいと。

それから、このワーケーション事業の資料が配られました。そのうちの６ページに湯

村温泉ワーケーション推進協議会規約っていうのがございます。これを見たら、会員に

ついては、第５条、それで⑷、この中におんせん天国カいい運営協議会なるものが、こ

れが構成団うにいわゆる会員として入ってるわけで、何か、だから本当にその喫茶店の

２階はきちっとすみ分けができるのかと聞いたのはそういう意味も含めてであります。

このことを、いわゆる公私が一うとなってやろうとしているのかということになるわけ

で、このカいいの会長なり、それから会計については、地元たる自治区の総会でも何の

承認も受けてないわけで、こういう団うを中に入れるっていうこと自うが私は大きな問

題だと思う。ここら辺をきちっと整理をしてかかってほしいと。そうせんと、税金を使

ってるのに何か、どこからどこまでが本当にあれなのか、改めて観光協会、今度は入っ

ていくわけで、観光協会も入り、それから天国カいいも入り、もう本当に公私の区切り

ができなくなってしまう。これをしっかりわきまえてほしいんですけど、一つは。
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新しい事業、改めてやろうとしてますので、やっぱりそういう方向に需要が出てくる

のかどうなのか、そういうことを議会にもしっかりと布すことが私は必要だと思ってま

す。そこらについてはどういう対応されますか。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） まず、ワーケーションの見通しということでございます。

先進地の例ということで、委員会の中でも、全国の協会、協議会の会長をしております

和歌山県が先進地になっておりますし、白浜のほうがその代表的な取組をしているとい

うような形もございますし、長野県のほうが先進地的な取組をしているというところが

ございますので、そういった例は御紹介していきたいと思います。

企業の思いはということでございますけれども、これから、この資料の中にもござい

ますように、県の事業、あるいは国の補助事業、いろいろな形で、モニいーツいーであ

りますとかいァムトリいいであるとかが行われます。それぞれの目的がございますけれ

ども、当然、ただそういった対象となる企業を呼ぶということもございますけれども、

そういった企業に対して紹介をしていくような団うをいァムトリいいとして紹介する、

来ていただくというような取組が今年予定されております。当然そういった方の御意見

が、これからどのようにしていくということの方向性の参考になると考えておりますの

で、その結果を十分に見極めながら進めていく必要があると考えております。

次に、湯村温泉ワーケーション推進協議会の資料をつけさせていただいておりました。

湯村温泉ワーケーション推進協議会でございますけれども、環境省の補助事業を受ける

ためにつくった団うでございますので、今の補助事業の受皿、申請をして、当然、申請

者が補助の金額を受けるわけでございますので、そこが受けた補助を執行していくとい

うことになりますので、この団うにつきましてはあくまでこの補助事業の実行者でござ

いますので、町全うとしてはこれからいろんな観光協会等参加いたしまして、両観光協

会も参加して考えていくというような形になろうかと思います。

次に、おんせん天国カいいの話の中で、会長として湯区の区長さんがなっているとい

う形でございます。この事業につきましては、全うの考え方として、昨年度まで行って

おりました湯村温泉のまちづくりをどうするかという協議会の延長の話でございます。

こういった景観事業をどうしていくかという延長の中で、空き家対策も大切じゃないか、

空き家、空き店舗、こういったものが対応できないかという形の中で進めたものでござ

います。したがいまして、その規約の中にも、やはり地元の役員さんという意味で湯区

のほうに入っていただいております。御指摘のように、地元の総会というものはどのよ

うに行われているかというのは確認できておりませんけれども、湯区の役員会、あるい

は町内会長会、こういったものではこの事業に参加することについて確認をされている

と聞いております。

公私の区分がということの御指摘でございますけれども、目的にかなった取組ができ

ると認識しておりますので、問題ないと考えているところでございます。以上でござい
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ます。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ワーケーション、引き続きちょっと、もう一点だけお尋

ねします。その資料の３ページ、私は、ワーケーション、⑶ですね、ワーケーションカ

いい、またこれは新しい、天国カいいとはまた別個のあれでしょうか。２階部分の、こ

っちは天国カいい、こっちはいわゆるワーケーションカいい、こうなるんでしょうか。

その一部分をと、こういうような話じゃないって言われましたけども、これは、私は、

ああ、カいいがまた別にできるんかいと、中で。ここら辺が私がきちっと団うなりそれ

なりを、公私もきちっと含めて、やっぱりするべきだと言ったのはそういったとこなん

で、２つのカいいができるんですか。改修のあれも出てるけど、ここに。どこに新しい

カいいはできるんですか、ワーケーションカいいっていうのは。ちょっとそこら辺とこ、

本当にあれですって、これから出発するあれですから、きちっとそういったところのこ

とを確認した上で、それと需要を、きちっとどういう需要があるのかを含めてしっかり

と布すこと、これがやっぱり必要だと思います。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 今の資料につきましては、委員会での追加資料、９月１０

日に追加した資料の３ページのことであると思います。ここの中で大きい５番といたし

まして、おんせん天国カいいのことを書かせていただいております。全うの計画であっ

たり、収支、あるいはその規約を書かせていただいております。この中で、今回補正を

上げさせていただくということで、特別に改修計画という、こういった名称で使わせて

いただいておりますけども、おんせん天国カいいが、別のものができるということでは

ございません。おんせん天国カいいは１つでございますので、エリい的に、先ほども言

いましたように、ワーケーションに時間的に利用していただく部分のスペースをつくる

ということでございます。以上でございます。（「よう分からへんな」と呼ぶ者あり）

○議長（中井 勝君） そのほか。

８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） １０ページの社会福祉総務費の中で委託料があります。

障がい者就労支援事業ですが、この障がい者就労支援のこの事務所の場所はどこなのか、

それと、この施設はどこの施設を予定しているのかお聞きしたいと思います。

次に、１４ページの消費者行政費、備布購入費で詐欺被害防止電話録音機がございま

す。今回、５６台の数字が上がってますけれども、この貸出期間の制限はあるんでしょ

うか。それと、今回これ５６台を入れて、現在、累計何台になるのかお聞きしたいと思

います。２点、お願いします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 御質問の障がい者就労支援業務の委託料の関係であり

ます。町内に障がい者の就労支援事業所というのが、Ｂ型ということで３か所ありまし
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て、各事業所が民間からの業務を、仕事を請け負って、そこから収益を上げているとい

うことで、二日市と細田と秋葉台と３か所ございます。以上です。

○議長（中井 勝君） 長谷阪総合支所長。

○温泉総合支所長（長谷阪 治君） 消費者行政費の関係で、備布購入費ということで迷

惑電話の防止機器を上げさせていただいております。これについては、期間の制限はご

ざいません。あと、現在何台ということですけども、昨年度まで、平成２９年度から３

年間、２９、３０、３１で、購入は４８６台しております。そのうち、現在までの設置

数が３２３台ということになりますので、ここで１６０台ほど現在あるということにな

りますけども、故障しているものとかそういうものもありますので、現在１４０台ほど

残っております。

それと、当初予算で５６台を予定しておりまして、いラスでまた５６台ということ、

それと、令和２年度、今年度が補助事業の最終年度になりますので、機器を購入して今

後の需要に対応していきたいということでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 最初の障がい者支援ですけれども、施設は、本町の施設、

管理する、業務する施設ですね、どこか、場所が決まってたら教えていただきたい。そ

れと、その管理業務の内容も経せて教えてください。

それと、電話機の件ですけれども、これ、資料見ますと６５歳以上となっております

けれども、希望する人であれば別に６５歳にこだわらなくてもいいんじゃないかと思い

ますが、その検討の余地はありませんか。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 管理する施設ということで御質問なんですけども、あ

くまで障がい者の就労支援の仕事が現ってるということで、健康福祉課のほうが取りま

とめするような形で、町内の町道とか観光施設や、そのほか公共の関係の業務を委託と

いうことで、かかった経費をお支にいするということであります。以上です。

○議長（中井 勝君） 長谷阪総合支所長。

○温泉総合支所長（長谷阪 治君） 要綱のほうの対象者ということで、おおむね６５歳

以上の者ということ、あとは心身に重度の障がいを有する者、３つ目に、その他町長が

必要と認めた者ということで対象者を規定させていただいております。特に６５歳以上

でなくても必要な家庭には設置をさせていただきたいと考えております。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 電話機のほうは分かりました。

今、障がい者の方の業務内容ですけど、ちょっと業務内容をもう一度確認の意味で教

えてください。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 町内に障がい者の事業所ということで、就労支援のＢ
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型という事業所が３か所ございます。そこの就労支援の業務が、仕事自うが民間からの

仕事が現ってるということで、今回、公共的な、町道の管理とか観光施設の管理等を、

健康福祉課で一括管理っていいますか、発注するような形で取りまとめをする中で、仕

事を提供していきたいと考えてるとこであります。以上です。

○議長（中井 勝君） まだたくさんありますよね。

ここで、暫時休憩します。昼食休憩。午後は１時からお願いします。

午前１１時５５分休憩

午後 １時００分再開

○議長（中井 勝君） それでは、昼食休憩を閉じて、再開いたします。

質疑をお願いします。

１０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） １３ページの林業振興費の中の補助金で、機械導入事業

というのがありますが、この事業目的、趣旨等を見たところ、新型コロナウイルス感染

症拡大により低迷した木材価格が低下していると、この木材価格が低下することとこの

機械導入という、この関連性を教えてください。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 木材価格が低下いたしまして林業者が影響を受けてい

るということでございます。コロナ終息後にはまた生産活動が拡大するということで、

その拡大した場合に迅速に対応できるようにということで、高性能の林業機械を導入と

いうことで、その支援を考えてるところでございます。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） それでは、この森林組合は今までこういった機械は持っ

ていなくて新たに導入するものなのか、今まであったやつが古くなったんで入替えをす

るのか、どちらでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 森林組合、今まで高性能森林施業機械持っておられま

す。今回支援をしようとしてる機械につきましては、新しい機械で、森林組合が持って

いないもの、それから、従来持っているいロセいいという機械なんですけども、そちら

は古くなったということで、今回それを更新しようということで、今回の支援の中では

２台入っているところでございます。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） ということは、こういった事業等は、今回森林組合なん

ですが、ほかの事業者、建設業とか、こういった機械持っておられますよね。そういっ

た建設業に対してもこういった補助金、こういった事業は可能なんでしょうかね。

○議長（中井 勝君） 建設業、誰が答えましょう。取りあえず副町長、行くか。
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西村副町長。

○副町長（西村 徹君） このたびの件につきましては、北但西部森林組合から７月３

１日に要望書という形で支援を要望されたということで対応しているとこでございます

が、そのほか、民間とかということでしょうか。（発言する者あり）ああ、その辺につ

いてはちょっと、団うとしての在り方とかそういうことで、今それが可能とかいうこと

についてはなかなか難しいとこというふうに考えております。

○議長（中井 勝君） 岩本議員、４回目だ。

５番、浜田直子君。

○議員（５番 浜田 直子君） 同じく、１３ページの林業振興費の、先ほども出ていた

鳥獣対策いポーいー派遣支援業務についてなんですけど、先ほどの説明を聞かせていた

だくと、農産物等に対するということで、地域との連携を図って支援の対策を考えると

いうことだったんですけど、先日の一般質問でも提案させていただきましたが、自然保

護団うの自然環境を守るという趣旨に沿ったような思いも含めた上での専門業者を選定

していただけたらと思うんですが、どうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 質問の内容分かりますか。

西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 今回補正予算で上げさせていただいております鳥獣対

策いポーいー支援事業につきましては、農産物等の被害ということで考えているところ

でございます。希少植物等の関係につきましては、この事業では、どこにあるかという

ところもあるんですが、今回の場合は被害が大きいということで、被害が深刻だという

その地域を選定して事業に入ろうとしてるとこでございますので、希少植物等がそこに

あるかどうかは分からないんですけども、今回は農産物等の被害対策ということで御理

解いただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

そのほか。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） １０ページ、社会福祉総務費です。コロナ従事者慰労金

ですけれども、一般会計での対象者が１人しかいないというふうになってるわけですけ

ど、それがなぜか、どういう人が対象なのかという説明をお願いします。

それに関連して、この間、１１日付の新聞報道で、兵庫県がかかりつけ医でコロナ検

査をすると、あるいはＰＣＲセンいーを但馬にも設置するということが報道されており

ますけれども、この具う的な内容が分かるでしょうか。

それから、同じく民生費の、１１ページ、こども園ですけれども、予算を取り下げる

ということになったわけですが、取り下げることはやむを得ないとして、本当に、その

後どうするのかという、僅か、委員会で否決をされてからあまり時間がかかっていない

ということから、なかなか方向を布すことが難しいかもしれませんが、しかし、もう既
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に３年経過してるわけですね。ですから、本当にしっかりとした方向性を持っていない

と、これから先が見えてこないと思うんですね。ですから、そういう意味では、考え方

だけは、予算を下ろすという決断をされたということと経せて考え方を布すべきだと思

いますが、いかがでしょうか。

それから、１２ページ、予防費ですが、インいルエンザワクチンを、ほぼ町民全うを

対象にして進めると、それはいいことでぜひ進めてもらいたいわけですが、本当に対応

できるのか。それから、ワクチンが確保できるのかということについて、医師会との布

談とかいろいろあると思うんですが、ぜひその具う化について教えてください。

それから、１５ページ、常備消防費で、救急隊員のコロナ対策といいますか、こうい

うことについてはどうなっているんでしょうか。以上。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） まず最初に、１０ページのコロナウイルス感染症対応

の従事者の慰労金ということであります。今回、病院の関係や診療所や事業所関係とい

うことで、ここの一般会計に上げてる分につきましては、障がい福祉いービス施設・事

業所等ということで、新温泉町設けております障がい者布談支援事業所ということで、

社会福祉士の１名分ということであります。

次の質問で、但馬にＰＣＲセンいーの設置の関係については、申し訳ありませんけど

もちょっと情報を仕入れておりません。

次に、１２ページの予防費のインいルエンザの関係のワクチンの関係であります。ワ

クチンについては医師会の会長とも協議したりしておりますけども、業者のほうに聞き

ましたら、昨年より１現増しで生産してるということで、多分足るんじゃないかなあと

いう見解ではあるんですけども、国のほうで、厚生労働省では優先順位ということで、

必要な方については先に打って、優先順位が後の人は時期をずらしてということでニュ

ースなんかでは報道されてるという状況であります。以上です。

○議長（中井 勝君） 中田課長、多分足りるなんていうような答弁は駄目だよ。

（「はい」と呼ぶ者あり）用意ができるから予算に上げるんでしょう。多分ていうよう

な予算は提案しないでください。

次、こども園。

松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） こども園の予算を取下げをさせていただきました。

委員会での説明の中で、これまでの審議経過を踏まえた候補地の選定方針に沿っていな

いということで私は受け止めております。そういった中で今回取り下げたわけですけど

も、整理をしなければならないまず一つとして、どこまでを周辺と捉えるのか、これが

まず１点。そういったこともありますし、様々な御意見をいただく中で、やはりどのよ

うにして理解をしていただけるのかなということの中で、コンいル委託をして比較検証

していきたいんだという御提案を申し上げました。ただ、そういったことができない状
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況にあります。ただ、そういいながら、既存施設の老朽化は進行していくということの

中では早急な対応が求められてるということがあります。

今後、そういった比較検証の制度が十分でないかも分かりませんけども、職員の中で、

これまでの積み重ねてきた経過等を整理をして、やはり３か所程度に絞り込んでいく中

で、状況によっては配置計画であるとか、やっぱり事業費の算定についてはコンいルさ

んの力をお借りしなければならないというようなこともあろうかと思いますけども、そ

ういった時点にはまたお願いをすることがあるかも分かりません。そういったことを踏

まえながら、あくまで令和３年度の当初予算の提案を目指して取り組んでまいりたいと

考えておるとこであります。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 救急の関係ですけども、広域消防のほうで救急に当た

っておるわけですけども、一応、通常の出動の折にもマスクや手袋等はされております。

その後、帰りました折に、救急車の消毒等の機材を広域のほうで購入を考えておるよう

です。車内や機材の消毒をオゾン発生装置によってするということで考えておられると

いうことで聞いております。

広域の予算につきましては、それぞれコロナの関係で中止になった事業等もあるよう

でございますので、そういったものの現額等と経せて備布購入等も考えておられるとい

うことで、それはまた今の既存の予算の中で執行されると聞いております。一応、差引

きの中での、広域での定例会等に報告はされるということで聞いております。以上です。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） まず、１０ページの慰労金ですけど、例えば、庁舎内に

いる保健師とか、あるいは介護保険の、何だ、ちょっと職名が出てきませんけれども、

介護保険で対応される方とか、そういう、要するに感染者の発生、濃厚接触者への対応

はなかったが、感染症対策に一定の役現を担った場合、対象となるとされているわけで

すから、この庁舎内にも、保健センいーにも、そういう人がたくさんいらっしゃるんじ

ゃないですか、何で１人なのかなという疑問を持ちます。あまり狭く限定する必要はな

いんではないかと。県知事も幅広く対応すると言われているわけですから、遠慮する必

要ないと思うんですが、いかがでしょうか。

それから、こども園、令和３年度予算まで、じゃあ、新しい方針布さない、具う的動

きをしないということなんでしょうか、本当にそんなことでいいんでしょうか。

それと、もっと言えば、委員会資料で、今回のコンいル料というのは３か所程度の候

補地を客観的かつ技術的な視点から評価するというふうに限定してるんですね。それな

のに、何か委員長報告では、２０か所を対象にしてコンいルに委託するというような、

何だかそれだけでも、一うどういう方針で臨んでるんだという疑問があるんですが、も

う少し明確に、本当に教育委員会としてどうしようとしてるのかということを布してい

ただきたいと、そうでなければなかなかこれ進まないんじゃないかなと思うんです。ぜ
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ひそこを、本当に予算を落とすぐらいの決意で新たな方向を布すということも同時にし

ていただきたいということを申し上げたいと思います。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 慰労金の関係でございます。地域包括支援センいーの

関係につきましてはケいマネジャーが６名いるということで、介護保険のほうで計上さ

せていただいております。今回、事業所関係ということになってまして、保健師の関係、

健康推進係に保健師いるわけなんですけども、補助事業の中身があくまで事業所の職員

ということになってる関係で、一役場の職員ということが対象にはなってないというこ

とで、慰労金の対象ではないので、保健師の分は計上してないということであります。

以上です。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） まず、委託料の関係でありますけども、３候補地程

度に絞り込んで比較検討していくという前段の中に現地調査という部分があります。こ

れまで整備検討委員会で御協議いただいた候補地、議会、委員会等で御意見をいただい

た用地、それから、洪水浸水想定が発表された以降に、職員が現地調査をしながら候補

地になるべきところではないだろうかというようなところを合わせると約２０か所程度

あるということの中で、それについてまず現地の調査をしながら、本当にここにこの施

設が収まるのか、進入路はどうだろうかとか、いろんなコンいルの観点の中で、そこか

らまず３か所に絞り込んでいく。その３か所に絞り込んだ後に、それぞれの候補地のい

リいト、デいリいトを整理をさせていただきながら、皆様と協議をしながら候補地を最

終決定したいという考えで御説明を申し上げたところであります。

そういった意味で、委託料の業務の内容としてはそういった内容ということで御理解

をお願いしたいと思いますし、そういった過程の中で、当然、２０か所から３か所に絞

り込んでいく過程、それから３か所のいリいト、デいリいト、こういったものについて

は所管の委員会が中心になろうかと思いますけども、所管の委員会、それから役場の関

係課、教育委員会の委員の御意見をお伺いしながら、適宜、御説明、御協議をしながら、

その段階で結論が出るのであれば、当然、前倒しの予算化ということになりますけども、

何とか３年度の当初予算には計上できるように取り組んでまいりたいという御説明をし

ているとこであります。以上です。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） ワクチンのこと、先ほど落としていたんですけどね、仮

にしっかりワクチンが確保できたと、それを具う的に、浜坂病院や医師会の御協力を得

て実施していくと、そのう制も、先ほど厚労省の一般論として、いわゆる急がれる人か

ら順番にということを一般論としてはお答えいただいたんですが、この町としてどうや

って対象となる人へ接種をするのかということを本当に具う化しなければ、１０月１日

から厚労省は始めますよと言ってるんですけど、なかなか大変なことだと思うんですよ。
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手抜かりのないように、あまり時間ありませんけど、準備進めてもらいたいと思います。

それから、こども園ですが、いろいろ、まだいまだに２０か所が候補地となるという、

本当にそれがどういう方針の下にそういうことなのかという疑問もありますし、さらに、

町長が非常にこだわっておられる現在地ということですが、それが候補地として、教育

委員会として認められるのかと。本当に、こども園は新しいハザードで⒋数いーいーと、

しかし周辺は５いーいーから１０いーいー、最大深１０いートルになると、つまり、そ

れは経田川堤防の高さですよね。そこまで想定されるようなところが候補地になるのか

と、まだそんなことで教育委員会は方針が定められないとしたら、それは進みませんよ。

新年度予算にそういうことが出てくるとしたら、進みませんよ、これ。だから、明確に、

何を基準にして考えるのかという方針は定めないと進みませんよ。いかがでしょう。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） インいルエンザのワクチンの関係であります。優先順

位をどうするかということでありますけども、医師会の会長なり、内部でも協議を進め

て、接種が進むように対応していきたいと考えます。以上です。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松○君） 今、議員から御指摘というか御意見あったんですけれども、

本当に、令和３年度の予算に上げるために、やっぱり子供たちの、本会議の中でもあり

ましたけども、子供たちを、守るべき存在である子供たちの安心・安全というところを

やはり中心に持って考えていかなければならないってことは思っています。そのことを

持ちながら方向性を持って、しっかりと協議をしながら決定していくべき、前に進むべ

き道を選ばなければならないとは思っています。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 所管外ですので。保健衛生総務費、１１ページでしょう

か、需用費に６１う ０００う。内容として、パンいレいトを作成するために印刷製本

の費用ということがあります。全世帯に配布ということなんですが、私は国保運営協議

会の委員長をしておりまして、先般の運営協議会の中で、委員のお医者さん、先生が言

われました。国保運営協議会が予算、決算だけでええんかいなと、住民を守るためのこ

とを議論せんとあかんと違うかい、そう言われました。私はとってもショいクでありま

した。その分に対して、先生、具う的に言ったのが、じいちゃん、ばあちゃんがえっこ

らさあっていって病院なりに来て、調子が悪い、ありゃ、これはもしかしたらＰＣＲ検

査なりをせんといけんような状態かなとかですね、そんなときに、来たそのじいちゃん、

ばあちゃん、じゃあ、あんた自力で豊岡に行きないなとかね、そんなことは言えると思

うかな、医療の立場から。だから、ちゃんとそういう場合は送る、豊岡まで送ってあげ

る、それぐらいのことをちゃんと行政でしなれな、すべきだと、そんな意見があったん

です。それで、課長、説明の中で、そういう場合は広域消防の救急車を手配する、そう
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いう下話はできとると言われた。

あわせて、その先生が言われたのは、本当に、何ていうんだろう、そういう高齢者、

独り住まいという人に対して、こうなったらこうしないや、こういういポートしますか

らということを、分かりやすう説明してください、したってくださいと、そんな意見が

ありました。

ですから、そういう部分ではこのパンいレいトっていうのはええと思うんですけど、

そういう方々に特化した、ようけ要らんけえ、それをやっぱりすべきだと、町長も検討

しますということでしたので、ぜひ、６５ううありますけど、そういう部分を先にして

あげてほしい。

それに経せて、常備消防費です。広域消防の人に運んでもらうっていうのは、下話は

できとるということを言われました。ぜひ、５うう出せとは言いませんけど、特勤手当

なりその辺は広域消防の中でちゃんとできてるのかなと、 ０００うでしたかね、特勤

手当ありましたよね、職員の。そういう制度っていうのはちゃんとできてるのかな。こ

れは広域消防ですから、広域消防の中で確認せんといけんですけど、知り得てる情報と

して、それができてるかどうかということを確認しておきたいと思います。

それから、ちょっと会計が違うんですけど、あと、５ううのその慰労金があるんです

けど、民間で介護訪問、介護訪問センいーでしたかいね、そういうふうな仕事場があり

ますよね。直接、訪問看護をしとるわけですけど、そういう人たちっていうのは今回の

慰労金とかそういう部分の対象にはならんでしょうか。ちょっと僕も勉強不足で、その

辺り聞いてみたいと思います。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） パンいレいトの関係であります。国保運営協議会でも、

浜辺委員からも御指摘いただいております。パンいレいトだけではなしに、新温泉町版

ていうか、新温泉町ならではのチラシみたいなことも含めて作るようにっていうことで、

担当にも指布はしておりますし、医師会の会長ともその辺についても打合せをするとい

うことになっております。

あと、介護のほうの関係についても、慰労金の関係でありますけども、事業所関係で

は該当になるということになっておりますので、５ううが出るというふうに認識してお

ります。以上です。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） コロナ等の伝染病に対応した特勤手当については一応

問合せをさせていただいて、また後ほどお答えさせていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） ５ううは出るということで安心したんですが、出るとい

うのは、どこから出るんでしょうか、県なのか、国なのか。そういう情報っていうのは

既に施設なりはお持ちなのかどうかということも聞いてみたいと思います。
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それから、パンいレいト、新温泉町版、特にそこに特化した、本当に限定された方々

を対象としたそういうふうな、本当によう分かるというやつをぜひ早期に求めたいと思

います。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 慰労金の請求の関係ですけども、給付費と同じように、

国保連合会のほうに電算で請求してから振り込みされるということですので、介護保険

の関係でしたら介護保険の関係で国保の連合会通じて請求をして、電算で請求してから

出るということになってきます。そこから事業所ごとに各職員に配付ということになっ

てくるわけであります。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 結構あるんですけど、まず、８ページのう産管理費、本

庁舎のオンライン環境整備の関係です。設計監理と工事請負費が入ってると思いますが、

これは説明の中で出てきたんでしょうか、渡り廊下に会議室を２区画整備するっていう

形で聞いたと思うんですけども、これは施設的にそういったことが可能なんでしょうか。

消防法の関係とか、また、例えば空調だったり消火設備だったり、その辺りのところは

どのように考えられているのかお伺いします。

それから、９ページの負担金の関係です。但馬地域公共交通活性化協議会への負担金

の関係でお伺いします。企画課の委員会資料で、バス試験運行についての費用負担の現

合っていうのが、案ですが書いてありました。新温泉、鳥取の区間が記載あって、説明

の中で、全但バスがということで伺ったんですけども、現在運行しているゆめぐりエク

スいレス、日本交通なんですが、これとの関係はどのようになっているのでしょうか、

お伺いします。

それから、同じく９ページの賦課徴収費、新型コロナウイルス感染症税制措置対応業

務、電算の改修だと思うんですが、これ、中身、前回の補正でもシステム改修やったと

思うんですけども、中身を確認させていただきたいのと、同時に行っておけば合理的だ

ったのではないかなあというところで、いイミングがあまりにも近いので、その辺りを

確認させてください。

それから、１２ページです。農林水産業費の農産物等利用促進事業です。これは第一

弾と同額で予算上げてらっしゃるんですが、やはりこの制度の目的として学生支援と生

産者支援、両方を完全に実施するには無理があるんじゃないかなと思うんです。いうの

も、第一弾の段階で、かなりその執行率低いですよね。今後勧奨していくとしても、ど

れぐらいまで伸ばすつもりなのか。例えば、第一弾の目標をどれぐらいに見られてるの

かをお伺いして、今回同額を上げてるんですけども、幾ら国からううとして臨時交付金

が入るとはいっても、１００点満点２回取れる予算ですよね、要は。全員に行き渡る分

の予算を２回分確保していて、でも１回目で既に苦戦している状況なのに、また同じだ

－４２－



け上げられるんでしょうか。執行すれば執行するだけ、生産者の方が助かるのはよく分

かるんですけれども、もう少し現実に即した予算の積算が必要じゃないかなと思うんで

すが、その辺りをお伺いします。

それから、１４ページの公有う産購入費、杜氏館の関係なんですが、委員会資料で、

固定資産税の評価額でおおむね予算は積算してるんですが、実際、評価額はあくまで評

価額ですし、実勢価格、高いも安いもありますけれども、乖離があると思うんです。予

算、これで足りればいいんですけども、その辺りはどのようにお考えでしょうか。そし

てまた、破産管う人との協議によるという形でのお話でしたが、破産事件の中で扱われ

ているう産ですんで、抵当権等が設定されているんではないでしょうか。こういった場

合に抵当権が設定されますとほかの債権より優先しますんで、抵当権者との協議はどう

なっているでしょうか。

それから、ワーケーションのこともお伺いしたいと思います。まず初めに、委員会資

料もたくさんいろいろ追加で出てきたり、非常にややこしいんですが、大きく３つの事

業があるのかなと思って整理してます。１か所はいイいルセンいーの改修、それから全

うでのワーケーションの推進の補助金関係、それからおんせん天国カいいの関係という

ふうになってこようかと思います。ちょっと順番にお伺いしますが、いイいルセンいー

です。あそこは委員長の報告でもありましたけども、かなり天井が高い施設だと思って

ます。パーティション設置、また空調等って書いてあるんですけども、パーティション

を天井までつけるような形であれば、当然空調も必要になってきます。ただ、上が空い

た形にすれば、空調要らないんじゃないかなと、多少もっと少ない金額で改修ができる

んじゃないかなと思うので、その辺りも工事費までつけられてますので、どのように検

討されたかをお伺いします。

それから、宿泊者、また施設利用者、そして、この直接ワーケーションの事務所を使

いに来られた方、その辺り整理して、きちっとやはり要綱整備が必要なんではないでし

ょうか。特に指定管理で契約で出している中身ですから、使用期間みたいな形でやらず

に、きちっと対応するべきではないかなというところでお伺いします。

そして、ざっと戻っていただいて、９ページの企画費の負担金補助及び交付金につい

てお伺いします。まず、ワーケーション推進事業として補助金が出るような形になって

ますけども、説明ですと、モニいーツいー等行う経費を町内観光団うへ、モニいーツい

ー等の等っていうのは何が入るんでしょうか。

それから、委員会資料の説明の中で、環境省補助金を３００うう、湯村温泉ワーケー

ション協議会と浜坂観光協会で申請されたという内容だったと思います。湯村温泉ワー

ケーション協議会のほうは１５０ううで現額して採択、浜坂観光協会はゼロということ

で、これどういった内容で環境省に補助金を申請して、どういった内容が残り、また蹴

られたのは、なぜ蹴られたのかというところを説明してください。

それと、次に、町のワーケーション推進協議会についてお伺いします。これ、まだ設
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立してないんですよね。設立する前の団うに補助金を交付する予算をつくるんでしょう

か、自主運営をその協議会がされるんでしょうか、事務局はどこがされるんでしょうか、

確認させてください。

最後に、おんせん天国カいいの関係でお伺いします。これ、そもそも地域おこし協力

隊の当初予算などの説明では、コミュニティーカいいを造るっていうような説明だった

んじゃないかなと思ったんですけども、いつの間にか観光目的というか、営利目的なよ

うなふうに変わってしまったように見れるんですけども、観光の事業であるワーケーシ

ョンとコミュニティーカいいっていうのは、布入れるもんなんですか。その辺どのよう

にお考えかお伺いします。

そしてまた、地域おこし協力隊、２人この事業入られるような形になってますが、会

計年度任用職員とはいえですね、役場の職員です。公金を使ってこういったカいいを営

業するというところが非常に疑問があるものですから、まず協力隊の、１人はまだ布集

中ですけども、まず業務内容を確認させてください。

そして、おんせん天国カいい推進協議会に委託されるんですが、委託内容も確認させ

てください。

次に、この内容がどんどん当初予算の段階から変わってきているように思うんですが、

現状を見ますと、開業費用を町が税金投入して賄っているように見えるんですけども、

この辺りどのように整理されているでしょうか、お伺いします。

○議長（中井 勝君） たくさんありましたけども。順番で行こうか、総務課から。

井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 渡り廊下のオンラインのための会議室の整備でございます。

設計費を組んでおりますけども、法に沿った形で設計をして整備をするということでご

ざいます。

○議長（中井 勝君） 別に問題はないかっていう質問ですよ。

○総務課長（井上 弘君） 別に問題は、今のところないと認識いたしております。

○議長（中井 勝君） 渡り廊下にしても大丈夫なの、ということやね。じゃあ、いい

ですよ。次。

長谷阪税務課長。

○税務課長（長谷阪仁志君） ９ページの新型コロナウイルス感染症税制措置対応業務の

委託でございますけども、先般、６月補正でも新型コロナウイルス感染の経済支援措置

ということで、基幹系と滞納管理システムの連携をするためのシステム改修をお願いす

るということで補正をいただきました。今回の補正につきましても、同じ経済措置、支

援措置の関わるシステムの改修でございますけども、その後、ベンダーとの協議の中で、

令和３年度固定資産税の軽現措置についても、事業用家屋、償却資産適用分、それぞれ

のシステムの改修が必要ということが生じまして、この改修を行うものと、もう１点、

管理システムの特例猶予を、特例の措置適用のためにも追加で生じたシステム改修が必
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要となったため、この２つを行うための追加の補正額でございます。

○議長（中井 勝君） 全但バスで行こうか。

岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 但馬地域の公共交通網形成計画についてでございます。県

の事業でございますので、全て町のほうでというわけにもまいりませんけれども、今現

在、県のほうが計画している公共交通網形成計画の中の試験運行の中に湯村発、鳥取駅

という試験運行の案がございます。議員御指摘のように、全但バスが今の当然但馬の交

通網の計画でございますので、主うとなっておりますけれども、鳥取駅への乗り入れで

ございますので、当然、鳥取市、あるいは日本交通との協議の上に成り立つというふう

に認識しております。以上でございます。

それと次……。

○議長（中井 勝君） ワーケーション、後にしようか、順番に、質問の順番に回答を

お願いします。

西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） １２ページの農産物等利用促進事業の関係でございま

す。第一弾の対象者の積算根拠についてでございますが、平成２５年度から２８年度に、

町内の中学校の卒業生５５３人に、４部科学省の学校基本調査による進学率８２％を掛

けまして、４５３人という数字が出ました。これを切り上げまして４６０人ということ

で、対象人数の積算をしております。現在の状況で申請の数が少ない状況にありまして、

この数字が果たして本町の数字に当てはまるかどうかという検証をいたしております。

その中で、浜坂高校に実際に大学等へ進学された方の数を照会をかけたりとか、あるい

は町内の中学校において、浜坂高校以外の学校に進学された方が何人いらっしゃるかと

いうことを調査する中で、おおむね４６０人の数字に近い数字が得られましたので、目

標といたしましては、やはりこの４６０人というところを目指したいと考えております。

また、第一弾が１０月３０日が締切りという中で、第二弾を考えてる状況でございまし

て、第一弾踏まえて同じ数字でいけるかどうかというところが難しい状況にありました

ので、同じ４６０人という目標の数字を掲げているところでございます。以上でござい

ます。

○議長（中井 勝君） 杜氏館の関係。

水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 杜氏館の用地買収の件でございます。ここの杜氏館の

用地につきましては、現在は賃貸契約で使用しておりますが、土地の所有者が破産手続

を開始したことによりまして、今回予算を上げさせていただいております。６月２６日

の官報で破産の手続を開始ということが公開されまして、その後、７月の中旬に管う人

のほうから売却の案内をいただいたとこでございます。その際には土地を建物を一括売

却ということでしたが、今回一部不動産の購入が可能ということで御案内をいただいて
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おります。

議員御質問の評価額の利用につきましては、この間期間が少なくて鑑定をする期間が

なく、また、先方もこの税の評価額でもって協議をいたしたいということですので、特

にそこは合意の上でございます。また、おおむね今回の予算計上につきましては、評価

額布当額を見込んでおります。また、実勢価格としましても、現在の土地の周辺売買と

かの実績がございませんので、大きな変化はないと考えております。また、抵当権の関

係ですが、担保権者や差押えの債権者等の抹消同意を得るということが取引の条件とな

っておりますので、これで進めていきたいと考えております。以上です。

○議長（中井 勝君） 次、ワーケーション。

岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） ワーケーションについてでございます。１点目のいイいル

センいーについてでございます。まず、天井が高いという御意見でございます。この空

調につきましては、全うの空調を考えております。いイいルセンいー入り口からホール、

今のワーケーションのエリいでございますので、入って左側の食堂以外の部分を全ての

空間の空調として２基という予定でございます。

パーティションについてでございますけれども、パーティションにつきましては、大

きな仕切りではございません。それぞれの利用客を若干仕切るという形のパーティショ

ンでございますので、家具と一うといいますか、それと同時に、経せて当然移動ができ

るというような形のパーティションを考えているところでございます。

次に、施設利用についてでございます。施設利用につきましては、夢公社、それを管

理いたします商工観光課と調整をしながら進めております。こういった空調等、あるい

は設備等につきましても、一緒に協議をしながら進めさせていただいているところでご

ざいます。委員会の中でも御指摘がございましたけれども、当然これの施設利用の料金

設定等を新たに考えるということになれば、条例改正が必要となります。今年度の調整

になりますので、条例改正をするとすれば、来年度からの運用ということで協議をして

いるところでございます。

次に、９ページのワーケーション推進事業についてでございます。モニいーツいーに

つきましては、湯村温泉ワーケーション推進協議会への補助ということになっておりま

す。等ということでございますけれども、モニいーツいーの実施やそれに係るＰＲ等と

いうことで考えております。申請内容はということで、これの前段といたしまして環境

省への補助事業を申請しております。湯村温泉ワーケーション推進協議会というもの自

うが、この環境省の補助事業の申請をするために立ち上げをさせていただいております。

内容につきましては、モニいーツいー、今上げさせていただいておりますモニいーツい

ーや、先ほどのいイいルセンいーのこういう改修に伴う工事を含めましたハード事業、

こういったものも全て申請させていただいております。ワーケーションのモニいーツい

ー等につきましては、３００ううのソいト事業の申請に対しまして、今、１５０うう。
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主には、上山高原をう験施設としていンバーに入ってるんですけれども、この部分のう

験的な経費に充てるということで１５０ううが認められておりますので、このたびは認

められなかったモニいーツいー等の実施を上げさせていただいております。浜坂の観光

協会につきましても３００ううの申請をさせていただいておりましたけれども、結果は

ゼロというとこになっておりますので１５０うう、両方１５０ううの復活なんですけれ

ども、こちらにつきましては受入れの環境整備にということで、観光協会との協議の中

でそういった内容での、今回、町からの助成の主うという形の補正の申請でございます。

ちなみに、その ０００ううにつきましては、ハード事業でございますけれども、ゼロ

になっているというところで、今回こちらも経せて上げさせていただいております。町

のワーケーション協議会で、補助金ということで上げさせていただいております。これ

につきましては、この補助を受けるための団うでありますとか、浜坂は浜坂の観光協会

だけで実施をしているというような形がございますので、全うとしての取組をというこ

とで、今調整をいたしておりますので、その名前がこういった形の協議会ということで、

この立ち上げの準備をしておりますので、この会に全うを進めるための補助金として、

研修等を行うための費用を補正予算で上げさせていただいているところでございます。

次に、天国カいいについてでございます。天国カいいの予算で、当初コミュニティー

ではなかったのかというところでございます。昨年のこういう空き家空き店舗の要望が

ありまして、検討を始めました。空き家空き店舗に協力隊を活用してというのが一番の

始まりでございますし、協議会につきましては町、景観事業の協議会の延長で、その協

議会をつくってというのも最初の考え方です。ただ、どのような運用にするかというこ

とは、一番最初の話の中では確定しておりませんでした。確かにコミュニティー的な運

用、要は営利を目的としない、こういった考え方もございましたけれども、皆さんで考

える中で、実際にお店を運用する、運営するという形での要望となっております。その

経過につきましては、細かいところまでは分かりませんけれども、途中は一つの案とし

て、町費、協力隊の経費を入れるのではなく、その協議会の中で、例えば飲食の方が自

主的にやる、そこに協力する、そういった案もございました。ただ、予算時期、多分去

年の１２月になると思いますけれども、そのときには協力隊の経費を活用した今の取組

の形ということで考えがまとまっておりましたので、少なくとも予算時期には今の考え

方の中で執行させていただいてるところでございます。

協力隊の２名の会計年度任用職員をということでございます。先ほど言いましたよう

に、予算をつけるに当たっての過程でそういった議論がございました。当然、会計年度

任用職員、経費を委託費ということで計上するに当たりまして、内部でも検討をさせて

いただきました。委員会の中では、追加資料の２日目の１０日にお配りした資料の中の

２１ページでございますけれども、協力隊の業務に対する委託の中身、契約の委託業務

の中身を書かせていただいております。この中で、あくまで協力隊の経費を使わせてい

ただきますので、その経費の使い道を限定をさせていただいております。１番から５番
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まで書かせていただいております。地域おこし協力隊の定住に向けた資格取得、スキル

習得に関すること。２番目に空き店舗を活用したにぎわいづくりに関すること。３番目

に新温泉町の食材を生かした新商布開発に関すること。４番目に温泉を活用した誘客促

進に関すること。５番目に新温泉町もしくは関係団うが行う地域おこし協力隊に関する

事業、ということで上げさせていただいて、これ以外は使わないということになってお

りますので、営利を目的としたような形のカいいではございますけれども、そこから出

てくる経費につきましては、この中身に沿った使用をするということにしておりますし、

これも同じく委員会資料、これは９月７日の委員会資料の追加資料として、おんせん天

国カいい運営協議会の規約をつけさせていただきました。この第４条で、１番から７番

までのことを記載させていただいております。先ほどの協力隊の委託業務とほぼ同じよ

うな形で、こういった隊員の活動、あるいは地域おこしに関すること以外は使えないと

いう規約にしておりますので、たとえ利益が上がっても、これだけの項目の中の事業に

使うということで確認をさせていただいているところでございます。

当初から内容が変わってきているということの指摘でございますけれども、繰り返し

になりますけれども、一番立ち上げをどうしようという段階からは、いろんな検討をさ

せていただいておりますけれども、少なくとも当初予算に委託料として計上させていた

だいて、このような形でということで進めてからは、大きな意味での形は変更はいたし

ておりません。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 答弁漏れ、ないですか。

○議員（２番 平澤 剛太君） 追加で聞きます。

○議長（中井 勝君） ２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 幾つか追加でお伺いしたいと思います。

まず、但馬地域公共交通活性化協議会の関係、ゆめぐりエクスいレスとの関係なんで

すけども、何か存続が危ぶまれるような、検討するような委員会報告が何回か前の委員

会の中にあったかなと思うんですが、新温泉－鳥取間の試験運行で、すっと代替で変わ

っていけるものなのか、それとも今後、鳥取市や日本交通も協議の場に入れてっていう

ことでおっしゃられとるので継続していけるのか。実際にはかなり湯村の方などが中央

病院に通ったりするのに使われている方もいらっしゃるようですし、この辺りのところ

のスムーズに、もし変わるんであればスムーズに動くようにしていただきたいですし、

残す方向でいくのであれば、現状の町民の足ですので残していただきたいなと思います。

その辺りをお伺いします。

それから、税務の関係なんですけども、同時にやっておけば安かったんじゃないのっ

ていうところの答弁がなかったと思いますので、この辺りを教えてください。

そして、農産物等の利用促進事業なんですが、現在、第一弾が非常に苦労している状

態で、目標の執行率を幾らで持っておられますか、もうすぐ締切りになると思うんです

けれども、そうすれば当然その分は予算が残りますんで、それを見越した形で上げるの
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が自然じゃないかなと思うんですけれども、満額、満額で、執行率も１００に満たない

ような状態で上げるのは少し乱暴じゃないかなと思うんですが、その辺りの答弁をいた

だきたいと思います。

杜氏館は分かりました。

先ほどちょっと漏らしていたのを追加でお伺いしますけども、商工振興費で道の駅の

駐車場整備の関係で不動産鑑定料が上がっています。今後の、まだ先の話なんですが、

県との協議で、高架下を駐車場で使える方向でということで協議がなったというふうに

お伺いしておりますけれども、例えば２期工事が終わって浜坂のインいーを素通りされ

る方も増える可能性が高い中で、道の駅のやっぱり魅力の高める取組っていうのが必要

だと思うんですよ。例えば道の駅に立ち寄っていただけるような取組として、高架の下

に遊具など置いて、今回牧場公園で大型遊具のパース画が出て、いいなと思って今提案

するんですけども、遊具などを置いて、道の駅を利用される方が子供を少し遊ばせれる

ような状況をつくれば、道の駅に立ち寄っていただける方も増えるんじゃないかな。ま

た、高架の下ですんで、雨、雪も多少はしのげるので、本町の町民も道の駅に立ち寄っ

て、子供を少し遊ばせたりすることもできるんじゃないかなと思いますので、その提案

について可能かどうか、また、検討する余地があるかどうか、お伺いします。

ワーケーションの関係でお伺いします。いイいルセンいーについては分かりました。

過大な改修にならない範囲で必要十分な対応ができればいいと思いますので、実際設計

もこれからですから、高額にならないような形で対応していただきたいと思います。

それから、モニいーツいーの関係なんですけれども、こちらの補助金で駄目だったの

で町がっていう形なんでしょうかね。すごく場当たり的な、ワーケーション全うの目標

みたいなものがちょっと補助金のやり取りの中では見えてこないので、その辺りどのよ

うに整理されているのでしょうか。町のワーケーション推進協議会もこういった、これ

から取り組むという形の中でのことですんで、全般的にお伺いしたいのは、これそもそ

も企画課の仕事ですか。商工観光課が観光の中心で担当課だと思うんです。おんせん天

国室、町長の肝煎りでそういう部署をつくられて、全うの調整や温泉の利活用、町名に

ふさわしい町づくりを目指すというところまでは分かるんですけど、あくまで企画課っ

て実動部隊ではないというイいージがあるんですけれども、観光にしても、コミュニテ

ィーカいいの関係にしても、自分らがやりたいことのために無理やりその業務を持っと

るように見えてしまうんです。まして、それが地域おこし協力隊という役場の職員を使

って、営利と言えるような業務形態のカいいを行うというのは、非常にこの地域おこし

協力隊の現在の状況からは無理があるんじゃないかなと。

委員会資料の、追加の委員会の資料の４ページで、地域おこし協力隊の隊員の活動費

を委託料として出せるかというところで、全国的な業務のスいイルが多岐にわたるって

いうふうに書いてあります。もともと町の職員ではなくって、例えば、この①、②の隊

員を個人事業主とするとか、町から団うに対して人件費も含めた支援委託、もしくは補
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助して、委託先の職員として雇ってもらうというふうな立場であればまだ分かるんです

けども、あくまで皆さんと同じ役場の職員が、地域とは調整しているとはいえ、公金、

税金を投入してカいいを経営するというのはいかがなものかなと思いますが、その辺り

整理されているのでしょうか。どうも、当初予算のときに言ったって言われますけれど

も、あのときもこの委託とは何ぞや、地域おこし協力隊とは何ぞやという議論があった

と思うんですが、まさかこんな経営実態が、要はおんせん天国カいいの推進協議会にし

ても、ないんですよね。店舗などがあってそこに業務委託するのは分かるんですけど、

そもそも委託という、業務委託先として適切なのかどうか、その辺、協力隊の身分も含

めて答弁願います。

○議長（中井 勝君） 湯めぐりから行きますか。

岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） ゆめぐりエクスいレス等の関係でございます。この補正に

上げているものは、繰り返しになりますけども、県の事業でございますので、できれば

協議会のほうでもこういった形の調整ができればという思いはございます。ただ、この

試験運行が直ちにその次につながるという形は、今のとこ期待まではできないと考えて

おります。ゆめぐりエクスいレスにつきましては、できる限り存続をということの中で

の協議はしておりますけれども、一つが鳥取市岩美町の岩美の高速バスの中止がおおむ

ね決まっております。連絡するバスが、まずなくなったという状況がございます。それ

に経せまして、日本交通が運転者不足、それとコロナの状況により継続した運行は不可

能という今の意見でございますので、これから特に、この１０月からいよいよ本格的な

次年度に向けた話合いということになりますけれども、今のところではなかなか難しい

という考えでございます。県の事業を使いましてということの中で、何か打開策をとい

う考えはないわけではございませんけれども、県の事業として継続できるということは

難しいと考えております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 長谷阪税務課長。

○税務課長（長谷阪仁志君） 新型コロナウイルス感染症の税制のシステム改修でござい

ますけども、議員が御指摘のとおり、まとめて出せば効率よく安くできるのではないか

と考えます。今回も２つの業務委託がそれぞれありますけども、まとめて出していきた

いと思います。以上です。

○議長（中井 勝君） ちょっと何かおかしいけど。

西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 農産物等利用促進事業についてでございます。第一弾

の状況を踏まえて、第二弾の予算枠を確保すべきじゃないかという御指摘でございます。

確かにそのようなことを考えるべきだと思いますが、第一弾の人数が正しかったかどう

かというあたりを検証する中で、第一弾の締切りが１０月末までございます。その中で、

まだ申請者を受け入れる枠として、第一弾の分は残しておいて、第二弾を今、実施しよ
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うということで補正予算に計上しているとこでございますので、議員御指摘の状況を踏

まえてということはそのとおりなんですが、私どもといたしましては、申請の枠を持ち

つつ第二弾ということで提案させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いします。

○議長（中井 勝君） 道の駅。

水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 道の駅に関係します用地取得のための鑑定業務委託料

について御質問いただいております。道の駅の駐車場が現在狭くて、また、利用がしに

くいという面から、今回、浜坂道路２期工事に伴い、高架下をお借りしながら、そこへ

の接続の土地を取得をしたいというものでございます。議員の御提案で、町民の方が広

く使えたりとか、遊具を設置したりという御提案をいただきました。高架下につきまし

ては、道路の点検であったりとか、いろいろ道路の補修なんかに伴い、本来であればほ

かの用務には貸さないということが前提でございますが、今回道の駅で事故が起きたり

とか、利用者が不便であるということから御理解をいただきまして、駐車場としてお借

りをすることに御理解をいただいたところでございます。ですので、遊具であったりと

か、そういう形では恐らくといいますか、御利用は許可がいただけないと考えておりま

す。

それから、今後の道の駅の状況につきましては、また、魅力がある内容をしながら、

土地の拡大に伴いまして、お客様に広く御利用いただけるような企画を伴いまして、た

くさんの集客ができるように今後も検討していきたいと考えております。以上です。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） ワーケーションについてでございます。いイいルセンいー

につきましては、関係課、あるいは夢公社と調整を図りながら、過大にならないように

事業を進めたいと思います。

次に、モニいーツいーでございますけれども、こちらが駄目だったからこちらでとい

う御指摘でございます。追加の委員会資料になりますかね。中の５ページにワーケーシ

ョンの事業全う計画ということで、今やっている形を上げさせていただいております。

町のモニいーツいー、これが一番上にありまして、今、実際に行って準備をしているも

のでございます。その下が、今度は兵庫県が行うという形がございます。その下に、今

回の１５０ううの補正ということで、行程の中の６月、７月、８月ぐらいの欄の下に型

式みたいな形で地域課題の解決型であったり、ワーケーションのニーズ調査であったり、

今回は観光型ということで、観光協会を主うにしました観光をテーマにした紹介という

ような形でございますので、それぞれのモニいーツいーや、あるいはいァムトリいいは、

若干目的をそれぞれ形を変えて今年は行っていこうということの考えの中で行っており

ます。ただ、湯村温泉観光協会を中心とした湯村温泉ワーケーション推進協議会のほう

に１５０ううの今の追加に経せて、浜坂のほうにつきましても、同じような１５０うう
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規模のものを同等にということで上げさせていただいているという形は事実でございま

す。両方を全うを進めるという形の中で、上げさせていただいております。

次に、そもそもこの事業については、企画課でないのではないかという御質問でござ

います。昨年の事業を進めるときからそういった議論はさせていただいておりました。

ワーケーションの、特に県であったり国からの補助事業、こういったものにつきまして、

昨年の杜氏の関係の国の環境省とのつながり、こういった中でのワーケーションの事業

の進めというのがございましたので、窓口としてどちらがそのままお話をしていくかと

いう形の中で、継続といいますか、今まで環境省とのつながりでやっていったという、

つながりのワーケーションのおんせん天国室がそのまま引き継いだという形になってお

ります。もちろん空き家空き店舗を活用いたしますおんせん天国カいいにつきましても、

空き家空き店舗対策と、それを活用した協力隊の事業ということになりますので、そう

いった点につきましても、商工観光の部署の仕事ということになりますけれども、繰り

返しになりますが、景観形成事業の推進のための湯村温泉のまちづくりの協議会の延長、

それからの延長ということで、これもそのままおんせん天国室が実施ということでさせ

ていただいておりますので、誰がやるかということは、特に事務分掌等を考えますと重

要なことだと考えておりますけれども、一応いろんな調整を図りながらやっている形の

延長だと御理解いただきたいと思います。

次に、追加の委員会資料の４ページの全国的な協力隊の仕事の中で、今回のは１番、

２番ではないかということでございます。確かに、１番、２番につきましては、協力隊

の立場が、いわゆる役所の職員ではなく自営業者、こういった立場で活動をされている

ところはございます。但馬でいえば豊岡市であるとか養父市、こういうところが当たり

ます。こういったところにつきましては、完全に個人の営利目的という目的は基本駄目

だよと言いながら、普通の会社、あるいは普通のお宿、民間のお宿に協力隊が入ってい

ますので、自由度という点でいえば、こういう形のほうが自由度が図れるということは

確かでございます。新温泉町につきましては、あくまで役場の職員、会計年度任用職員

という立場でございますので、完全な個人の営利、あるいは一つの企業の営利のために

入るということは今考えておりません。そういった形の中で、今回協議会の中の委託す

る目的、先ほど言いました５つの目的に必ず使う。こういったことを条件に活動を進め

るということで行わさせていただいてるところでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。（発言する者あり）ちょっとお待ちください。

あとほか誰がありますかね。１、２、３、４。

ここでひとつ暫時休憩します。３０分まで。

午後２時１８分休憩

午後２時３０分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。
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大分前ですけど、中村議員の質問で、消防の手当の件で回答が出ました。

小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 広域消防の救急のコロナ対策に対する手当の関係でご

ざいますけども、現在はコロナ対策の手当はないということでございますけども、次の

美方郡広域の定例議会で手当について提案をさせていただきたいということでございま

す。

○議長（中井 勝君） では、質問をお願いします。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） １１ページ、保健福祉センいー費、工事請負費、３２う

う。トイレ、診察室の蛇口を自動水栓化して感染リスクの軽現を図るとなっております。

健康福祉センいーのみならず、様々な公共施設が学校等も含めてあるわけですが、全う

として感染症を防ぐために、この自動水栓化っていうのは結構な高額かもしれませんの

で、そのほかにも、以前６月定例会で浜北小のいールのときにもちょっと提案しました

が、蛇口を指でひねるのではなしに、肘で押したりとか、何かそういった形で、洗った

手をまた元の手につけるようなことをせずに水を止めることができるような、そういっ

た装置を徐々にで結構ですので、今後いろんなトイレの改修、浜坂北小のいールも含め

て、夢ホール等、水回りの設備の新設や改修工事を行うようになっとるんですが、そう

いったときに、そういったことも考えて行っていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

○議長（中井 勝君） これは全うですから。

井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 今回庁舎、それから保健福祉センいー、それから関係する

ところの予算化をさせていただいておりますが、これにつきましては、今後行われる改

修、それから学校のほうにもあると思います。そういった部分でも引き続き、これで終

わりではなくて検討してまいりたいと思います。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

次に、４番、重本静男君。

○議員（４番 重本 静男君） そしたら、すみません、１点だけお尋ねしたいと思いま

す。１２ページの環境衛生費についてであります。３１う ０００うの負担金の増とい

うところであります。これは本来、美方郡広域事務組合には該当するところなんですけ

ど、火葬場に関するいうことで、前年度の決算に伴う火葬場の負担金現。それと、これ

からあれするんでしょうけど、５９う ０００うの負担増ということで、その差額が上

がっとるわけなんですけど、火葬炉の修繕っていうのは今年度するものか、報告できる

範囲でお願いしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 火葬炉の修繕については、一応本年度実施したいとい
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うことで聞いております。煙突のところのちょっと名称が、ありました。煙突というか

排煙装置のところの吸引を誘導するような装置を修繕したいということで、既に修繕等

は毎年点検して行っておりますけども、この排出するための誘引排風機っていうのがあ

るそうですけども、１号炉のところの分を緊急的に修繕をしたいということで、このた

びの補正にお願いをするものでございます。

○議長（中井 勝君） ４番、重本静男君。

○議員（４番 重本 静男君） この件に関しまして、６月議会の一般質問で私が質問し

た件であります。当時、町長というよりは、副管理者として答弁していただきましたけ

ど、再度確認させていただきたいと思います。今回の補正で出されてきたということで、

今、課長の答弁にもありましたように、火葬炉が老朽化しているというようなことで、

早く修理してほしいというようなことを申しましたところ、早速にしていただいたよう

なところであります。そこで、取りあえずその５９う ０００うの増額になるところな

んですが、負担が。これは見積り等を取って実際進める段取りをしているものか、ここ

も郡広域のことですから、言える範囲でお答えください。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 一応見積り等も取られて、一応試算をされてるという

ことでございます。

○議長（中井 勝君） ４番、重本静男君。

○議員（４番 重本 静男君） これもちょっと聞いたところなんですけど、美方郡広域

でこういった火葬炉の、というか火葬場の予算をある程度組んでおられると思うんです

けど、それを超えて、今回補正出されたと思うんですけど、どういったらいいですか、

火葬炉だけで施設全うというわけじゃないですね。それだけ確認させてください。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） このたびの緊急修繕は、１号炉の誘引排風機というこ

とで聞いております。以上です。

○議員（４番 重本 静男君） 承知しました。

○議長（中井 勝君） 次の質問、お願いします。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 最初に、杜氏館の用地取得の関係なんですけども、建物

についての今回の取得について、どんな形になってるのかお聞きしたいのが一つ。

それから、おんせん天国カいいの関係の中で、ワーケーションスペースの整備事業と

いうことで５５０うう計上されてるわけですけども、この５５０ううでスペースをつく

るということなんですけども、一般カいいの部分には、例えば家族連れとか、場合によ

っては、極端ではないにしても、声を上げるようなお客さんが来られないとも限らない

んじゃないかなと思うんですね。そのときにワークスペースにその声がもろに伝わって

くるようでは、仕事の場としてどうなのかなと。だから、その辺についての整備は必要
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じゃないかなと感じますので、実施に当たっても十分配慮する必要があるんじゃないか

なと、特に区画するものではないという答弁があったので、その辺りについて、もう一

度お聞かせいただきたいと思います。

それから、実際の運営について、天国カいいの推進協議会という形なんですけども、

今答弁もあったような形の中で、規約で実際に事業を行うことについては確定されてる

んですけども、いろいろと意見を今回の議会の中でも出てきてる中で、あまりにも、こ

の天国カいいの場所、あそこの部分という形を運営するっていうことが特記され過ぎて

て、一般の事業者との差とか、そんないろんな意見が出たんじゃないかなと思うんです

ね。これがもしも湯村温泉全うの振興という形の組織であれば、地元の民間事業者につ

いても、応援同時にできるというような形にスいンスが変わってくると思うんですね。

町長が一定の方向の中でまた見直していくよっていうことは明言されたので、その辺り

については、もっと公的、要は地域全うを見据えた事業者になるとすれば、特に民間事

業者も応援できる、連携もできる、そんな形になるんではないかなと思うので、そこら

について可能性をお聞きしたいと思います。

それと、委員会の中で、今回の場所は２階にあるということで、バリいいリーじゃな

いなっていう話が出て、２階にエレベーいーもつけられないかなというお話があったん

ですけどね。前にポケいトパークがあります。兵庫県でも福祉条例の関係でいくと、例

えばそこまで行けない人はマイクロホンで、要はヘルいを申し出たら助けてあげるとい

うような形のことも対応してます。例えば、これは対応できる範囲ですけども、上に上

がれないけどコーヒーが飲みたいような車椅子のお客さんがおられたら、下でいピール

してポケいトパークでコーヒーが飲めるような形のいービスすれば、誰にでも提供でき

るような事業所にもなります。

それから、１階もお店が休みになるときがあります。周りの関係で同時に休まないよ

うな工夫はされてますけども、１階が休みのとき、とっても寂しい感じがあります。そ

の休みのときに来られた人、その辺りについても、守備範囲の中でいろんな工夫をして

もらったら、さらにこの事業所としての意義が出てくると思いますので、その辺りにつ

いての改善の可能性についてお聞きしたいと思います。

それから、道の駅の用地の関係なんですけども、答弁の中に用対連の基準に鑑定が必

要だという表現されましたけども、用対連の規定の中でそれは必須にはなってないと私

は認識してますので、ある意味で公金を使うわけですから、公金を使うという根拠があ

って、それが高くなければ誰も納得される。そういったことを考えたときに、果たして

これが絶対に必要かということは、担当課としても判断をされて実施すべきではないか

なと考えますので、再度答弁をお願いしたいと思います。以上、よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 杜氏館。

水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） まず、杜氏館の関連で建物の売買に関する内容でござ
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いますが、今の取引の条件としましては、現状のままでの引渡しということがございま

す。現状の状態、また公布で売却をするということでありまして、土地を土壌汚染であ

ったり、いスベスト等、また経年による劣化、諸設備等の性能の低下等がありましても、

それについては売主としては負担をしないという形での取引となっております。あと対

象の不動産に対しては測量及び境界の明布は行わないということが、今回の取引の条件

となっております。以上です。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） まず、ワーケーションの天国カいいのスペースについてで

ございます。議員御指摘のように、オーいンなエリいでの一部のワークスペースの設定

でございますので、一般の方の声がということまで全て改善できるということは難しい

と考えておりますので、そういった状況ではございますけれども、そういった形の中で、

できる運営を図っていきたいと思っております。協議会のほうが場所として荒湯の中心

地を、ここを、どう言ったらいいんでしょう、一番中心地が寂しい状況にあるという中

で話を進めておりますので、中心地の空き店舗を何とかできないか、明かりをつけれな

いかというのが一つの、一番の発端でありますので、こういったところから協議会の方

と一緒にお話合いをしております。地元の民間業者へも、それではできるんじゃないか

というお話でございますけれども、繰り返しになりますけれども、今、新温泉町の取組

としましては、単純な個人経営、あるいは企業と協力隊を派遣する、派遣するというか

活用するというのでは、そういった形はできないという中で、今回はあくまで協議会と

してやっている組織の取組を支援するということで考えております。

２階にあるということで、特に身障者の方等は利用ができないということはございま

す。議員の提案でありますポケいトパークでの対応ということがもし可能であれば、そ

れはとてもよいことだなと思います。今回、三密対策でのベンチ等もございますので、

このことがすぐできるということには答弁はできませんけれども、そういった形の運用

が可能になれば、より理想的なカいいになると考えますので、検討はしたいと思います。

１階が休みのときにも工夫をという提案でございます。一応土日を中心といたしまし

た運営を考えておりますので、きっちりと全て一うというわけにはいかないかもしれま

せんけれども、それに近いものになると考えてるところでございます。以上でございま

す。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 次に、道の駅の鑑定の件でございます。公共用地の取

得に関しては、鑑定が必要ということで理解をしておりますので、今回計上させていた

だきました。委員会の中でも鑑定は、既に県が実施をしてるということもあるというこ

とで御意見もいただきましたが、時点での修正等がございますので、町として鑑定をお

願いしたいということで、今回予算をお願いしておるところでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。
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○議員（３番 河越 忠志君） 杜氏館についてですけど、現状でのっていうことなんで

すけど、建物がどういう状況にあるかっていうのは御存じかどうか分かりませんけども、

隣にある、観光協会が入っている建物部分、それと杜氏館とは一うの建物になってます。

少なくとも外目で見て屋根は完全に一うです。間にある柱も共通だったと私は認識して

ます。そういった中で、この建物登記、今公布とおっしゃったんですけど、登記されて

るでしょうか。その辺りについてお聞かせいただきたいなと、あと１回残ってますから、

それをちょっとお聞きしたいと思いますし、次に、天国カいいの件なんですけども、先

ほど私、もっと広い守備範囲での中で、天国カいいの協議会ではなくて、もっと広い団

うになってっていうことをちょっとお話ししたと思うんですけども、なぜそれを言うか

というと、この場所っていうのは、いずれは地域であったり、事業者がやっていけるよ

うになるぐらいの、地域振興につながるっていう必要があるんじゃないかなと思うんで

すね。そのことによって、ほかの空き店舗どんどん広がっていく、そこを目指さないと、

これを町が直接いポートしながら運営するっていうことだけが最終目標みたいになって

しまうと、収束だけになってしまいます。逆に、その場所が単独の事業者でやっていっ

たり、地元が関わりながらやっていったり、その形はいいとしても、今の状態をまた３

年後の別の隊員が入るということではなくて、発展するように持っていかなきゃいけな

い。だから、あそこを天国カいいという名前をつけるんであれば、広がっていく必要が

あると思うんですね。そうすると、あそこを主うとした団うではなくて、もっと守備範

囲を広げて、湯村全うを見る、そういった視線の中での事業者が、団うですよね、受皿

になって湯村温泉全うを活性化していって、それが波及して新温泉町全うを盛り上げて

いく、そういったスいンスで事業を進めていく必要があるんじゃないかなと思いますの

で、その辺りについてもう一度御答弁をいただきたいなと思います。

それから、道の駅の用地の件、修正があるというふうに言われたんですけど、修正っ

ていうのは計算し直したらおしまいのレベルじゃないかなと私は思うんですね。その計

算し直したらおしまいのレベル、それによって何算ううも、 ０００ううも変わるんで

あれば、８０ううていうのは値打ちがあるんですけど、修正して３０ううだったり２０

ううだったりの変更に８０ううかけるんだったら、以前、建設課の５ううの用地を取得

するのに３０ううの鑑定料どうだっていう議論がありましたけども、それと同じことに

なってしまうと思うんですね。やはり、費用対効果っていうことをよく言うわけですけ

れども、これについては、みんなが納得できれば私はいいんじゃないかなと思いますし、

ましてやこれゼロベースではなくて、考える基礎がある中で事業化をしようということ

ですので、その辺りについて再考をお願いしたいと思いますので、それは不可能という

ことであれば、私がどうだということはありませんけれども、一律に当たり前として、

鑑定、鑑定ということには私はならないと思いますので、もう一度、御答弁をいただき

たいと思います。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。
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○企画課長（岩垣 廣一君） 天国カいいの運営について、もっと広い範囲でという御意

見でございます。湯村温泉全うを見るという形の中で、今考えております。湯区及び湯

村温泉商店街振興会、こういったところが中心となって、何回も繰り返しますけれども、

まちづくりの協議会で話合いをされた。その延長として、今の運営協議会も湯区及び湯

村温泉商店街振興会、これが中心となっておりますので、考え方は湯村全うということ

でございます。もちろん湯村全うに一気に、このたった１店舗で展開できるとは考えて

おりませんけれども、目的は全うのためにということがございます。事業者が、今の協

力隊、あるいは委託料をこういった経費で賄っているのではなくて、単独で独立してや

れるようにということでございます。もちろんそのような形になるのが理想だというふ

うに思っておりますし、先ほどの、別の答弁の延長になりますけれども、検討する中で

は、最初はそういった形ができないかというところからも入っております。ただ、今現

在、実際に商売をやられてる方が事実上撤退したと、閉められたという現状の中で、そ

ういった形が取れなかったということがございます。これからこの活動を通じまして、

最終的に事業者が自分の力でやれるような形に持っていけたら、それは形としては理想

だと思いますし、湯村温泉、ほかのほうにでも波及して事業が展開できたらというのも

理想というふうに考えておりますけれども、今の時点では一つの今取り組んでることを

着実にやるということを考えてやっていきたいと考えているところでございます。以上

でございます。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 杜氏館の関係でございますが、議員がおっしゃったよ

うに、今、杜氏館と、それから湯村温泉観光協会が入っております商店案内所が、外目

で見ると一つの建物のように見えておりますが、今、杜氏館の部分につきましては、今

賃貸契約を結んでおります方の名義できちんと登記がされておりますので、これに基づ

いてしていきたいと思っております。

それから、道の駅の鑑定につきましては、公共用地の場合は基本的に鑑定をしてとい

うことで聞いておりますので、それに基づきまして、今回予算の計上をさせていただい

ております。費用対効果という部分もございますけれども、基本で立ち返って実施をす

るということでお願いをしたいと思います。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 杜氏館の建物の件なんですけども、柱が共有してるとす

れば、登記法としたら区分建物以外にあり得ないんですけども、その辺りについて、ど

んな形で登記されてるのか分からないんですけども、現在の建物の登記なのか、かつて

の建物がそのまま登記として残ってる可能性というのもあるんではないかなと思ったり

するんですね。それと、境界について立ち会いされないっていうことだったんですけど

も、空いてる側はいいんですけども、例えば、柱の立ってる壁の位置と実際の隣の土地

との境界がどうだっていうことについて、全く分からないでっていうことになってくる
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と、非常に問題を抱えるっていう形にもなるんで、土地を取得する、建物を取得するこ

とについては大賛成なわけですけども、問題は現時点での所有者として、その辺りにつ

いてある程度解明してたり、課題について理解した上で不動産を取得するという必要は

公としては必要じゃないかなと思いますので、その辺りについて確実にまだ把握できて

ないような気がしますので、今後取得に当たって、その辺り準備をされて正式な取得を

する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

それとあわせて、私は今すぐ、天国カいいの件ですけども、今すぐ組織がどうだって

いう話ではなくて、組織が、今天国カいいの推進協議会という形になってて、これでい

くと、実際の湯村温泉全うをカバーするという、外目から見れば、そんな形にならない

と思うんですね。それとあわせていろんな団うがある。当然いろんな団うとの関係の中

で、守備範囲をどうだっていうことはあるんですけども、ただ、実際のいろんな事業を

していく中で、湯村温泉全うを見る、ほかの空き店舗とか、むしろ新しく店舗を造ると

か、そういったことを見据えた形での公が関わった団うという形の中で、発展的に湯村

が振興されて、それが町全うに波及するということを目指していただきたいと思います

ので、その辺りについて御検討を進めていただきたいと思います。以上です。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 杜氏館の建物につきまして、また、土地につきまして

は、隣地と同じ見た目になっておりますので、議員おっしゃるとおり、きちんと立会い

の下、それから整理の下の中で進めていきたいと思っております。また、購入後につき

ましても、きちんと測量などをしながら、きちんと登記をしていきたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 組織のある方につきましては、議員御指摘のとおりだと思

います。関係者と協議をしながら、検討のほうをしたいと思います。以上でございます。

○議員（３番 河越 忠志君） 建物の答弁をいただいてないんで。

○議長（中井 勝君） 建物。

水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 共有物件ではないかということですけれども、１棟の

建物の表布という形できちんと登記がなされておりますし、これが、調製が平成１４年

８月７日に実施をされております。以上です。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後２時５７分休憩

午後２時５８分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

水田商工観光課長。
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○商工観光課長（水田 賢治君） すみません。柱が共有かどうか、また区分建物かどう

かということはちょっと確認がまだできておりませんので、すぐに確認をしたいと思い

ます。

○議長（中井 勝君） じゃあ、次の質問をお願いします。

７番、太田昭宏君。

○議員（７番 太田 昭宏君） ２点お伺いします。まず１点目です。８ページの企画費

の中の委託料、ここにオンラインツいー実施業務というのがありますが、この内容につ

いて教えてください。特に新しい観光スいイルということで、その部分も含めて教えて

ください。

それから、もう１点は、１４ページです。１４ページに商工振興費の中で、移住定住

いロモーションっていうのがあります。あわせて、同じ１４ページに観光費の中に観光

いロモーション、どちらもいロモーションっていうのがあるんですが、この内容につい

て教えてください。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） ８ページの企画費委託料の中に、オンラインツいー実施業

務ということで説明させていただいております。内容につきましては、若干、委員会資

料の１３ページ、９月７日の委員会資料でございますけれども、こちらに書かせていた

だいております。オンラインツいーにつきましては、その名のとおり、オンラインを利

用したツいーになるわけでございますけれども、ただ単にオンラインだけではなくて、

特産布、こういったものを活用したということになります。ここの中に書いてあります

のは、産布の生産、そういった作られている状況をオンラインで見ていただく。あるい

は、例えば海産物等、それをどのように調理していくか、こういったことを見ていただ

く。こういったう験型のような形の海産物、農畜産物、こういったものを取り入れたオ

ンラインツいーでございます。一応３回を計画をさせていただいてるところでございま

す。以上でございます。

○議長（中井 勝君） はい次、いロモーション。

水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） まず、１３ページの商工振興費の移住定住いロモーシ

ョンに関しましては、コロナ禍における移住定住の布談、またＰＲという部分で使用い

たすためのいロモーション映像に着手をしたいというものであります。内容としまして

は、先輩移住者のインいビューであったり、新温泉町の生活の様子が分かる映像を作成

をいたしまして、ホームページであったり、移住布談会での活用をしていきたいという

ものでございます。それから、観光いロモーションにつきましては、今の国のＧｏＴｏ

トラベル事業なんかで旅行者の獲得をしていくということが目的としまして、現在持っ

ております、町が所有しておりますいロモーションの新しいものをつくらせていただき

たいと考えております。特に観光団うと連携をいたしまして、町の魅力である温泉、ま

－６０－



た食、特にカニを中心に、また自然を中心に、ＳＮＳとかそういう形で使える動画、短

いものをたくさんつくって情報発信をしていきたいと考えております。以上です。

○議長（中井 勝君） ７番、太田昭宏君。

○議員（７番 太田 昭宏君） 特産布ということで、コロナの影響でオンラインってい

うのがすごく重要になってきてるわけですが、特産布、オンラインで見るということで

したが、誰がその映像を撮ってオンラインで上げていくのか、多くの人がこれに関われ

るのかどうかということ。それから、いロモーションについても、同じく映像というこ

とが出てきましたが、この映像を誰がつくるのか、教えてください。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） 委託業務ということで、こういった形のオンラインツいー

をしていただく業者、旅行会社のような形になろうかと思いますけれども、に委託をい

たします。それの実際の映像につきましては、既存のものを使ったり、あるいは新しく

し、不足してる場合はそこで追加をするという形を考えております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 誰がつくるのか。

水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） いロモーションビデオが誰がつくるかということです

けれども、基本的には、企画そのものにつきましては、移住定住のものについては、商

工観光課のほうで企画立案を行います。作成については、業者に委託をしていきたいと

思っております。それから、観光いロモーションにつきましては、補助という形で新温

泉町観光振興協議会のほうで企画をつくっていただきながら、映像は業者に委託という

形になります。

○議長（中井 勝君） ７番、太田昭宏君。

○議員（７番 太田 昭宏君） いずれも業者が制作ということですが、もともと交付金

をはじめ、様々な支援については、地域の地盤を固め、地域の活性化を高めるというよ

うな狙いもあると思います。したがって、まず、その業者がつくる段階で、町内の中に

それを作成する方がいないのか。以前にも申し上げましたが、高校生でも今すばらしい

映像をつくることができます。あるいは、町内に住む若い人たちであれば、これぐらい

のことはできる方もおられると思います。そういう事業に対してできるだけたくさんの

方が、地域の方が関われるような取組をしていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 取組をしていく中では、いろんな映像であったり、町

のそういう媒うなんかを持っている業者が有利ということで判断をしておりますが、今、

御提案をいただきましたいろんな住民の参画であったり、それから町民が持っている映

像やそういったものについての活用ということについては、今後、取り組んでいきたい

と思います。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。
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○企画課長（岩垣 廣一君） 議員御指摘のように、地域の方、あるいは町内の方の活動、

あるいは取組が反映できる、そういった形を考えていきたいと思います。以上でござい

ます。

○議長（中井 勝君） 河越議員の質問の回答は出ますか。（「もう少し待ってくださ

い」と呼ぶ者あり）

河越議員、後からでもよろしいでしょうか。（「後でもいい」と呼ぶ者あり）採決後

でもいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）じゃあ、後ほどということです。

そのほか、質疑ありますか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

それでは、歳出は終わりましたので、次に歳入、事項別明細書３ページから７ページ

までについて、質疑をお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

では、総括の質疑に入りたいと思います。総括質疑をお願いします。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 質問するいイミングがありませんでしたので、総括の中

で質問申し上げたいと思います。

学校園の修繕なりというのは、教育委員会がやると、予算づけからかけて。そういう

部分で、今回、一般質問の中で同僚議員が浜坂認定こども園に訪問したと。そういう中

で、窓枠は開かんし、床はガムテーいで補修してあるし、壁は落ちてる、そういう一般

質問がありました。その質問をどういうふうに捉えられましたか。町長か教育長か、お

聞きしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松○君） 床のこととかについては、園から連絡をもらってすぐに対応

してる部分もあります。捉え方ですけれども、それだけ老朽化しているということです

し、危険建物ということはもう現に言われているわけですから、いろんなことを修繕を

しながら、今現在、今ある園舎の中で安全にできること、修繕をしながらやっていると

ころではあります。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 多分そうなんでしょうね。しかし、あの指摘を受けて、

自分の仕事ができてない、そういうふうに思いませんか。いや、ガムテーい貼って修繕、

それが、業者がしたんか何か知りませんよ。こんなコロナの中で窓が開けれん、換気が

できない、それがね、いや、そりゃ経年劣化してるからで済ませるものなんでしょうか。

もう一つ聞きます。さっき課長が令和３年度の予算に反映したいと。一う、令和３年

度からかけて最短でいつまでかかるとお思いですか。その新しい園舎について、どう思
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われますか。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松○君） ガムテーいっていうところなんですけども、板を張ってとか、

工事もしてきておりますが、議員がおっしゃるように、本当にそういった状況が、改善

が何も、改善といいますか、新しい園舎がもうできていればそういうことはないわけで、

子供たちが安心安全に生活ができているわけなので、そういった面では本当に進捗はし

ていないというところについては、非常に心苦しいといいますか、胸が痛いところがあ

ります。令和３年度の予算に上げましても、いろんな土地の所有者とのやり取りだとか、

いろんなことが今後出てくると思います。いち早い建設に向けて努力をしていかないと

いけないと思っておりますが、今後のやり取りといいますか、土地取得であったり、周

りの理解であったり、そういったことにやはり令和３年度の予算にのせてすぐという、

建設にかかれるというところにいけるのかなというところも、やはり問題点としてすご

くあると思っております。

○議長（中井 勝君） 回答が返ってませんよ。よく質問を聞いてください。

ちゃんとふだんの管理ができていますかというのが１点目、補修も含めてね。２点目

は、いつ頃までに建設できますかって言ったけど、一つも回答返っていませんよ。

西村教育長。

○教育長（西村 松○君） 園から修繕の話があったら、こちらも見に行って、すぐ対応

するように現在でも取り組んでいるところではあります。

そして、それから何年ぐらいにできるかということにつきまして、先ほども申し上げ

たんですけれども、すぐ、令和３年度の予算が下りたとしてもすぐに建設にかかれるか

といったら、設計業務があったりとかいうことがあるので、今ここで何年にはというこ

とがちょっと申し上げられないんですけれども、そのように御理解いただけたらと思い

ます。

○議長（中井 勝君） 課長、代わって答弁できる。

松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） 今、教育長が申し上げましたとおり、条件によって

いろいろ異なるんかなという思いはあります。そういった中で、最終的な候補地がどこ

になるのか、ここにどれぐらいの時間がかかるのか、まずそこが１点あります。そうい

った中で、地元との調整であるとか、当然、用地の取得であるとか、時には物件補償が

関わったり、それから設計業務、それから農地であれば農地転用、農振の除外、いろん

な法的な手続に係る期間が当然必要になりますし、工事についても設計が同一年度の完

了は困難だと考えていますから、最低、工事についても１年は必要だなということを考

える中で、令和３年度の当初予算にどんな予算が計上できるのか、その段階である程度

計上できるのであれば説明はできるのかなと考えておるところであります。以上です。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。
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○議員（11番 中村 茂君） 今までの情報からすれば、最短でも２年はかかる。だか

ら、２年かかって、３年目の春にできれば最高という気がします。そういうことが見え

る中で、改築するんだから辛抱してえやてなことももしかあるかも分からん。でも、こ

れから３年近く今の状態で辛抱せんなんわけですよ。要は、それに伴って、その弊害を

受ける今の子供たち、それがちょっと、何ていうんだろう、浮いてないのかな、現実的

に。早期に改築する、しかし今の子たちも大事だし、けがしたら困るし、いい環境で、

少なくとも今できる最低限のことはしてあげんとあかん。それが、同僚議員の一般質問

ではね、行ってみたらこうだった、ああだった、こりゃ悪いけど、仕事ができてない。

思いはあってもできてない。反省してほしいし、教育長来て約１年半になるんかな。今

回、再任という形で任期になる。仕事してもらわんと、次に影響する可能性だってある。

そういう分では一刻も早く認定こども園、建て替えせんとあかんのやけど、今いる子供

たちも大事にして、両方できちっとした教育環境を維持してほしいということを結論的

には申し上げたいものであります。以上。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松○君） 今、議員がおっしゃったように、今現在の子供たちが、園に

私も行くたびに、ここがドいが開かないんです、窓が開かないんですというようなこと

も、こども園の先生から聞いています。目の前にいる子供たちのことは本当にいつも心

苦しく思っています。一刻も早く建てたいです。建てる方向に持っていきたい、そんな

思いは持っています。しっかりとリーダーシいいが取れていない、そういったところも

振り返り、前に進んでいけるように、今いる子供たち、目の前にいる子供たち、それか

ら、これから生まれてくる子供たち、入園する子供たちに最大限のやっぱり安心安全な

教育環境が提供できるように、そこで教育、保育ができるように、保護者の方にも安心

して預けていただけるように全力で取り組んでいきたいと思っています。申し訳ないで

す。

○議長（中井 勝君） そのほか、質疑。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 先ほどの質疑でもお尋ねしたんですが、秋に向けてのコ

ロナ対策について、やはりその鍵はＰＣＲ検査をどこまで広げるかと。ＧｏＴｏでお客

さんが都市部からたくさん来ていただきたいという対策をこの補正予算でも多く取ると

いう中で、本当に検査機能を拡充しなければ、住民の安全を確保することができないと。

これは我が町だけではなくて、但馬全域布互に影響する問題だと。だからこそ兵庫県が

但馬にもＰＣＲセンいーを設ける。それから、かかりつけ医でも検査が受けられるよう

にするという大きな方針転換をされているわけで、担当課はその情報さえもまだ把握し

ていないという段階です。もう目前に迫っているわけですね、インいルエンザの流行期

と、この第二派だと兵庫県では見ているというコロナと。だから、本当に真剣にこれ対

策を取り組んでもらいたい。一般質問でも浜坂保健センいーで検査が受けられるような

－６４－



布談をしていくんだっていうことも、具う的に日程を詰めて要請をして、県民局にも要

請をして、豊岡健康福祉事務所とも交渉するということも含めて、具う的に進めてもら

いたいと思うんです、どうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） ＰＣＲ検査については、県の保健所の指布の下で行わ

れる行政検査ということになっております。町がどうこうということはできないわけな

んですけども、県のほうにも要請するなり、但馬の検査センいーの設置という話もあり

ますので、県とも詰めながら対応していきたいと考えます。以上です。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 課長はそういうふうにお答えいただいてるんですけどね、

例えば、私手元に持っている資料では、富士宮市では無症状者も含めて、市としてＰＣ

Ｒ検査をやるという姿勢を布して推進をされているというようなこともあるわけです。

だから、県知事が動かなければ何もできないというわけではないんですね。やっぱりど

の程度、どこまで本気でやろうとしているのかというその姿勢が問われているんではな

いかと思いますけれども、町長、副町長、どうお考えですか。担当課だけに任せていく

ことは、ちょっとこの問題は酷だと思うんですよ。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 富士宮市が保健所機能を持っているかどうかちょっと分からん

のですけど、町のそれぞれの機能というものがあると思います。我が町では保健所機能

を持った機関はないという、そういう大前提があります。そういった中、県民局長、そ

れから健康福祉事務所などと布談する中、極力地元でＰＣＲ検査ができないか、そうい

うことで新温泉健康福祉事務所に出張して唾液なりの採取をしていただく、こういうこ

とも進んでおりますし、また、鳥取市においても、鳥取市の健康福祉の担当、それから

知事部局とも、市長部局とも連絡を取る中で、鳥取で必要と診療された方については、

鳥取でＰＣＲ検査させていただくと、そういう御返事もいただいております。そういう

ことで、極力ＰＣＲ検査を安心して受けれるう制を求めていくよう努力してまいります。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これで質疑は終結をします。（「議長」と呼ぶ

者あり）

阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） 本案に対する修正動議を提出いたします。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後３時２２分休憩
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午後３時２４分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

本案に対し、阪本晴良君外２名からお手元に配付しました修正の動議が提出されてい

ます。したがって、これを本案と経せて議題とし、提出者の説明を求めます。

９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） それでは、失礼をいたします。議案第９６号、令和２年

度新温泉町一般会計補正予算（第７号）に対する修正動議について提案説明をさせてい

ただきます。

議案第６９号、令和２年度新温泉町一般会計補正予算……。

○議長（中井 勝君） 阪本議員、６９号って言いました。

○議員（９番 阪本 晴良君） すみません、失礼しました。議案第９６号、令和２年度

新温泉町一般会計補正予算（第７号）に対する修正動議。上記の動議を地方自治法第１

１５条の３及び新温泉町議会会議規則第１７条第２項の規定により別紙の修正案を添え

て提出します。令和２年９月１４日提出。新温泉町議会議長。発議者、新温泉町議会議

員、阪本晴良、発議者、新温泉町議会議員、谷口功氏、発議者、新温泉町議会議員、竹

内敬一郎氏。

内容ですけれども、議案第９６号、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）

に対する修正案。議案第９６号、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第７号）の一

部を次のように修正する。

第１条中、７通 ４６９う ０００うを７通 ９１９う ０００うに、１３３通 ８    

５７う ０００うを１３３通 ３０７う ０００うに改める。この内容でございますけ  

れども、一番最後の事項別明細書で説明をさせていただきます。

まず、歳入ですけれども、一番最後のページをお願いいたします。２０款２項１目の

う政調整基金繰入金、この１財のう政調整基金繰入金をマイナスの ０７２う ０００ 

うを、マイナス５５０ううを加えマイナスの ６２３う ０００うとさせていただきま 

す。

歳出では、２款１項５目の企画費でありますが、１８財の負担金補助及び交付金を

４８９う ０００うを、同じく５５０ううを現額して ９３９う ０００うとし、説明  

欄のワークスペース整備事業５５０ううを現額して、補助金のトーいルを ７６４う 

０００うとする内容であります。

修正案の議案に戻っていただきまして、第１表、歳入歳出補正予算の一部を次のよう

に改めるということで、歳入を２０款繰入金、２項基金繰入金ということで、補正額を

マイナスの ０７３う ０００うをマイナスの ６２３う ０００うとし、合計の、計   

の欄を４通 ９３２う ０００うを４通 ３８２う ０００うとするものであります。   

歳出のほうでありますけれども、２款の総務費、１項総務管理費の補正額を３通 ２

７４う ０００うを３通 ７２４う ０００うとし、その合計欄、計の欄を３０通 １   
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６７う ０００うを３０通 ６１７う ０００うとするものであります。おのおの５５  

０ううを引くものであります。以上、説明とさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 阪本議員、理由は。

○議員（９番 阪本 晴良君） 失礼しました。今のは内容であります。

修正案の提案理由であります。この補助金につきましては、おんせん天国カいい運営

協議会に交付するということでありますが、収入のほとんどが町の補助金や委託料で行

われていること、さらに従業員も地域おこし協力隊、会計年度任用職員ということであ

りますけれども、町の職員を充てているにもかかわらず、利益は同協議会の収入になる

ところ。このことは住民目線から見ると、税金の使い方として適当でないと感じるから

であります。ただ、この空き家店舗対策そのものに異を唱えるものではありません。十

分検討されて、今日の議論でもありましたように、再度内容を十分吟味されて再提出さ

れればと考えております。以上、提案理由とさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから修正案に対する質疑を行います。

提出者に対する質疑がありましたらお願いいたします。質疑はありませんか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ちょっとお尋ねいたします。確かに協議会そのものにつ

いては、カいいの運営協議会そのものについては問題がありと私も考えるとこでありま

すが、そのようなきちっとした指摘をして、それを担当課なりが直せば、それでいいの

ではないかと思うんですけども、予算そのものを削除に至ったのはどういう考え方に基

づいてでございましょうか。

○議長（中井 勝君） 阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） 今回は、補助金としてそこの元の荒湯センいーの２階の

工事費を５５０うう見ておりますし、もう一つはおんせん天国カいい運営協議会の予算

で、もう既に歳入歳出ということで、総務産建委員会の中で資料が布されましたけども、

その中でも４００ううの委託料であったりということは既に収支計算ができておりまし

た。その中で、町から改善費が全部支出され、それから運営も町の会計年度任用職員で

行うということで、その分をじゃあどうするかということについて、私では理解できま

せんでしたので、やはりその部分でもう少し議論が必要っていいますか、事業内容に検

討が必要だというふうに感じております。だから、そこの運営協議会のそのものがもう

少しオーいンで、どうするか、こうするかということが布されればいいんですけど、ま

だその部分は今後検討というふうな当局のお話でありました。町長も、先ほど誰か議員

が言われましたけども、このような予算だったら一遍見直してはという意味の答弁もあ

りました。ですので、やっぱり誰もがそこの部分でちょっとというふうに感じておると

思います。ですから、ここは一旦踏みとどまってもう一遍内容を検討されて提出された

らと考えます。
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先ほど言いましたけども、空き家対策そのものが駄目だとは思ってはおりませんけれ

ども、その事業の実施内容についてもう少し検討が必要ではないかと思っております。

以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 確認をしたいです。この事業全う等に対してバツだとい

う意味ではないという理解でいいですね。それで、資金等々再度検討して改善策を出し

てくるということで実行すればよいという理解でよろしいですね。

○議長（中井 勝君） 阪本議員。

○議員（９番 阪本 晴良君） そのとおりであります。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 私は所管の委員長でありますので、今回提出された方は、

委員会の中の最終採決で反対された方であります。その際に、今日申しましたように意

見の留保、住民目線で理解が得られない、それから運営なりに疑問点があると、理解で

きない。ですから、そういう部分からいえば、今回の修正案というのは、流れとしては

正解だという気がします。がしかし、これは実質事業をストいいせ、既に１２月１日で

したか、もう開業が決まっている、そういう中で施設改修を１０月からかかりたい、空

き店舗対策を否定するものじゃないっていう発言がありましたが、ある部分ではストい

いですからね。ですから、要は、それができんと空き店舗の改造ができんわけですよね。

ということは、要は１２月１日にはできない。そもそもこの事業の経過というのは、湯

村温泉のまちづくり、景観形成というベースから始まって、住民のワーキング的な活動

の中で、湯村の中の明かりなり、そういう必要性、町が寂しい、飯食うところもない、

そういう問題点の中から生まれた事業、発展して協議会ができた、そういう経過を踏ま

えたときに、住民の皆さんの思い、そういう部分に、要は行政として応えんなん部分が

ある。確かに手続なり怠った部分はたくさんある。それは２日目の……。

○議長（中井 勝君） 中村議員、質疑をお願いします。討論ではありません。

○議員（11番 中村 茂君） その中で、このバいクには目に見えた人がおるという部

分があります。その部分の影響に対して、どのように修正提案者はお思いでしょうか。

○議長（中井 勝君） 阪本議員。

○議員（９番 阪本 晴良君） この喫茶店っていいますか、が閉店されたのは、昨年の

３月いっぱいで閉店されたと思っております。今、それから１年と半年ですかね、経過

をしております。確かにおっしゃられるとおり、ストいいさせて火が消えたということ

について、早くしたいという思いがあるというのは、それはそう思います、私もそう思

います。やっぱり早いことしてほしいという思いもあります。しかし、だからといって

このようなお金の流れ、使い方というのはちょっと違うと思います。これから１２月と
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いうところでありますけど、１２月の議会に提案されるということであれば、途中で議

論ができて、臨時会でも開いてということであればですけど、まあまあ今回の議決には

ならんかったら、１か月なり２か月、３か月遅れるということにはなると思います。そ

れは議論のというか、その計画の作成がどういうふうになるか分かりませんけれども、

そういうことだと思います。確かに３か月遅れますけれども、最悪の場合、まあまあそ

ういうことだと思います。３か月でまちづくりが頓挫するということはないと思います

し、十分議論されてすばらしい提案をされたら、やっぱり確かに村の人はそうなんです

けども、協議した人はそうなんですけれども、協議に入ってない方から見たら、こうい

う金の、税金の使い方っていうのはやっぱりちょっと違うのかなと思いますので、そこ

の部分で修正案を出させていただいたという意味であります。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 住民の皆さんの思いに対してはどういう見解を、２か月、

３か月遅れてもという、今、弁があったんですけど、それで住民の方は納得されるんで

しょうか。

それと、今回の処理に違法性があるかどうか、どういう認識ですか。

○議長（中井 勝君） 阪本議員。

○議員（９番 阪本 晴良君） 確かにここに関わっておられる方々については、こうい

うお話は横やりだと感じるというふうには思いますけれども、町民全うからすると、私

はこういうお金の流れ、税金の使い方というのはやっぱりちょっと違うかなと感じてお

ります。

もう一つは……。

○議長（中井 勝君） 違法性って言って、違法性。

○議員（９番 阪本 晴良君） 違法性ですか。特に、違法性という部分ではないと思い

ます。この事業、例えば全部全て町営で、町営で、全部町がお金をかけて、中も全部改

築し、委託料もにい、役場の今のこの方々を全部使ってやるというやり方が、今の牧場

公園で行う地域おこし協力隊の、あの牛を飼っている方々は多分そういうやり方じゃな

いかなと思います。お金の流れもきちっと流れてますし、別にあれに、あの方々も牛の

技術を会得して、次は自分でどっかやろうということで頑張っておられます。だから、

今回のはどうもやっぱりそういう部分とちょっと違うというふうに感じとるわけです。

ですので、やり方さえ、というか、考え方さえきちっと整理できれば、別にやり方はい

ろんなやり方があるんではないかなと感じます。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 経過の中で、委員会審議に対して町長が、今回の事業は

地域の明かりをともすもの、目的が達成では乱暴なやり方だと、完全に委託して行った

ほうが理解しやすい、まさしくこうだと思います。それに対して、方法を再検討すべき

ということで、町長は中身を再度見直したいと言明しております。
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そういう中で、賛成多数になった部分もあります。本当に３か月延ばすということは、

この大きな、僕は３か月という気がします。そういう部分では、あっ、これ違うな、質

問じゃないか、町長のこの発言に対しての信用がならんという意味でしょうか。

○議長（中井 勝君） 阪本議員。

○議員（９番 阪本 晴良君） それは町長の御意見ですので、僕がそのことに対して、

皆さんがどう感じられたかということはそれぞれが感じていただければいいと思います

けども、私のほうからそのことの見解はちょっと避けさせていただきます。

○議長（中井 勝君） はい、そのとおりです。

そのほか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。それでは、質疑を打ち切ります。

阪本議員、御苦労さまでした。

暫時休憩します。

午後３時４５分休憩

午後３時４６分再開

○議長（中井 勝君） それでは、再開いたします。

これから討論に入ります。討論はありませんか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 原案に賛成の意見を述べさせていただきます。特に、修

正案が出されましたので、修正案の部分についての原案に賛成する意見を述べさせてい

ただきます。

おんせん天国室の事業の一つとして、昨年度、地域力創造いドバイザー事業というこ

とで、そのいドバイザーの方の助言の下、湯区、細田区の有志で湯村の町並みを検討す

る会が発足され、何度もの会議やワークショいいの中で、今後重点的に進めていくべき

事業がまとまりました。その１つが空き店舗を利用した地域住民の交流ができるカいい

であります。そして、このカいいの運営に地域おこし協力隊の方を呼び込み、将来への

移住や起業への研修の場の提供にもなります。そういった中で、今年、新型コロナウイ

ルス感染症、その影響によって人の移動が自粛され、観光業を中心とする関連産業が大

きな打撃を被りました。コロナの完全な終息は非常に難しい、そういった中で、観光地

の生き残り戦略として、ワーケーション事業の推進が喫喫の課題となってきました。ワ

ーケーション推進事業は、いテライトオいィスの誘致、企業の誘致、都市部からの若い

人の移住へとつながっていきます。地域の交流拠点としてのカいい、将来の移住定住、

起業の研修の場としてのカいい、そして都市部の企業との交流、ワーケーションの場と

してのワークスペースのあるカいい、これらの目的の達成におんせん天国カいいは必要

であり、現に今、お二人の地域おこし協力隊の方が一生懸命カいい開店のためのいニュ
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ーの研究等をされております。お二人ともこのカいいの運営を通じて、将来、この新温

泉町内での飲食店の起業を目指しておられます。独立して料理屋さんを開きたいです、

但馬のお酒を楽しめる居酒屋とかをやってみたいですね、カいいに限らず自分のお店が

持てたらいいなと思っております。このように、協力隊の方はホームページで将来の夢

を語っておられます。どうか、この２人の夢を応援し、地域の方の願いを聞き届け、さ

らにはワーケーション推進による町外企業との交流も推進し、いろいろ委員会では問題

点の御指摘がありました。それを今後改善していくと、当局も言っております。どうか、

この夢のあるまちづくりに皆さん御賛同をお願いいたします。以上です。

○議長（中井 勝君） 次に、原案に対する反対者の発言を許可します。ありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（中井 勝君） では次に、修正案に対する賛成者の発言を許可します。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 先ほど阪本議員から提案がございました令和２年度新温

泉町一般会計補正予算（第７号）に対する修正案に対する賛成討論をいたします。

私も、提案者からありましたように、空き店舗の解消事業そのものに反対するもので

はありませんし、むしろそれは推進すべきものだと考えています。例えば、空き店舗と

いうのは、湯村にもたくさんあるということが議論になっております。そして、湯村だ

けではなくて浜坂地域にもあります。それを行政がどこまで何年かけてやるのか、そし

て、その費用はこのたびのように全て１００％公費で賄うのか、全うのありよう計画が

全く布されておりません。ですから止めようとは思いませんが、もう少ししっかり議論

を詰めて、具う的な提案をしてもらいたいと思います。ここで止めることが先ほどの原

案賛成討論の中にあった協力隊員の夢を止めてしまうかといえば、むしろより具う的な

提案をされることによって、協力隊員の夢を加速させることになると考えます。

もう一つの問題は、先ほども議論が少しあったんですが、その会計年度任用職員とい

う公務員がこのカいいを実質的に運営するという在り方、そして、そこでの利益が上が

った場合に、その利益はこの協議会へ入れるという、このお金の流れというのは、本当

にこれでいいのかと。先ほど提案者が説明をしましたが、牧場公園が主うになってやっ

ている、但馬牛の後継者を育成していくというものとは全く違うわけであります。本当

にこういう在り方で進めて、協力隊員の方が３年たって本当に独り立ちできるかと、む

しろその独り立ちを助けるものになるのかということをしっかり、もう少し制度として

整える必要があるのではないかと考えます。

以上、２点で、現状提案されている内容については、もう少し詰めていただいたほう

が協力隊員のためにもなるし、町全うの事業を推進することになるのではないか。以上、

賛成討論といたします。

○議長（中井 勝君） 次に、修正案に対する反対者の発言を許可します。

３番、河越忠志君。（「修正案の反対はないです」と呼ぶ者あり）もとい、ごめんな
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さい。暫時休憩します。

午後３時５４分休憩

午後３時５５分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

修正案に対する賛成者の発言があれば許可しますが。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

これで討論を終わります。

暫時休憩します。

午後３時５６分休憩

午後３時５７分再開

○議長（中井 勝君） では、再開いたします。

これから採決に入ります。

まず、本案に対する阪本晴良君外２名から提出された修正案について採決をいたしま

す。

この採決は起立により行います。

本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、８名であります。よって、修正案は可決されました。

暫時休憩します。

午後３時５８分休憩

午後３時５８分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

次に、ただいま修正議決をした部分を除く原案についてを採決を行います。

この採決は起立により行います。

修正議決した部分を除く部分について、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起

立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 全員ですね。起立全員であります、多数。よって、修正議決し

た部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。４時１０分まで。

午後３時５９分休憩
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午後４時１０分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、議案第８８号から議案第９５号まで

の令和２年度特別会計及び公営企業会計８会計の補正予算につきましては、一括上程し、

質疑、討論、採決は会計ごとに行います。

・ ・

日程第６ 議案第８８号 から 日程第１３ 議案第９５号

○議長（中井 勝君） 日程第６、議案第８８号、令和２年度新温泉町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）について、日程第７、議案第８９号、令和２年度新温泉

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、日程第８、議案第９０号、令

和２年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、日程第９、議案

第９１号、令和２年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて、日程第１０、議案第９２号、令和２年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別

会計補正予算（第２号）について、日程第１１、議案第９３号、令和２年度新温泉町七

釜温泉配湯事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第１２、議案第９４号、令

和２年度新温泉町水道事業会計補正予算（第３号）について、日程第１３、議案第９５

号、令和２年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第２号）についてを一括議題

といたします。

上程議題に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議案第８８号、令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）についてから議案第９５号、令和２年度新温泉町公立浜坂病院事業

会計補正予算（第２号）についてまでにつきましては、それぞれの予算に補正の必要が

生じましたので御提案を申し上げるものであります。

内容につきましては、休憩中に担当課長が御説明申し上げたとおりであります。どう

ぞよろしくお願いをいたします。

○議長（中井 勝君） 内容につきましては、休憩中に担当課長から説明を受けており

ますので、これから質疑に入ります。

議案第８８号、令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第８９号、令和２年度新温泉町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第９０号、令和２年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ありませんね。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第９１号、令和２年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第２

号）について、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ありませんか。
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お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第９２号、令和２年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第２

号）について、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第９３号、令和２年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第９４号、令和２年度新温泉町水道事業会計補正予算（第３号）について、これ

から質疑に入ります。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） １３ページの工事請負費 ２００ううですが、これ県道
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拡幅工事に伴う水道管の移設ということなんですが、そうすると、ううが企業債という

ことですけど、これには交付税措置等はつかないのでしょうか。まず、それをお聞きし

ます。

○議長（中井 勝君） 奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 企業会計での事業ということもありますので、交付税

措置は特にございません。ううはあくまで企業債をううとしての執行ということになり

ます。以上です。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 県道の拡幅のための工事ということなので、そうすると

県からの補助金とかそういったものはもらえないのでしょうか。

○議長（中井 勝君） 奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 今回は、県から対象外ということでお聞きをしており

ます。以上です。

○議長（中井 勝君） いいですか。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 同じく、総係費です。この間、職員の処分があって、給

与、その他現額修正するわけですが、現額補正をするわけですが、その委員会資料を見

ても、所管課としてこの事件をどのように受け止めていたのか、今後、こういう事件が

起こらないようにどうするのかというようなものが全くないので、どうなのかなと、な

ぜなのかなと思うんですが。

○議長（中井 勝君） 奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 今回の事件の処分につきましては、懲罰委員会での決

定内容を町長に進言をする中で決定をした中身でありますので、担当課としましては、

それを真摯に受けて、今回、現額の補正予算ということにさせていただいております。

以上です。

○議長（中井 勝君） 対応について聞かれてますけど。はい、どうぞ続けて。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 今回の事件を受けての対応につきましては、町としま

して検討委員会等を開催する中で、そういった事件に対する対応ということは町全うで

やっていかなければなりませんし、担当課としましては、そうした事件を受けて、綱紀

粛正をするようにということで、会議につきましては周知をさせていただいているとこ

ろでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） いいですか。

そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議
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ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第９５号、令和２年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第２号）につい

て、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。

９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） 予算の概要書のほうの１５ページのところに、発熱患者

の隔離用陰圧ブースというふうにあって、その下の老人介護保健施設のほうも陰圧ブー

スということなんですけど、コロナの患者に使うものなのでしょうか、それともほかの

病気に使うもの。コロナの患者っていうのはやっぱりこういう浜坂病院とか、ささゆり

の施設にも必要なものなのか、コロナに対して必要なものなのか、ちょっとその辺のと

ころお尋ねいたします。

○議長（中井 勝君） 吉野事務長。

○浜坂病院事務長（吉野 松樹君） 今回予定しておるのは、コロナ患者ではなしに、そ

ういった症状を疑う患者、それを一時的に隔離して、念のためというような措置をする

ために購入するものであります。以上です。

○議長（中井 勝君） いいですか。

そのほか。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） どこに使うかというような今説明あったんですが、そも

そもどういうものなのかという説明いただきたいと思うんですね、陰圧ブースについて。

それから、今回の補正予算に上がっているわけではないんですが、委員会資料に、い

わゆる事業中だということで、施設の中央監視設備追加工事というふうに委員会資料に

あるんですが、これは、許されるなら説明いただきたいなと思います。

○議長（中井 勝君） 吉野事務長。

○浜坂病院事務長（吉野 松樹君） まず、陰圧のブースですけれども、きちっと感染う

を隔離するという意味で、ベいドをビニールシートの決められたものできちっと覆って

しまうと、換気機能もついていると、基本的には拡散しないと、そういうような施設で

あります。

それから、もう一つの分ですが、追加工事の分ですが、これについては、昨年度、Ｍ

ＩＭＡＳＳＥという事業の中で、それぞれ電気、動力、そういったものの危機管理、一
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点で集中して管理をするということで整備をさせていただきました。昨年の整備の結果、

そういった電気、水関係の動力関係を一元管理して、何かあればそのまま事務所の中の

パソコン、あるいはいールで職員に通知が来るようなう制までできております。

このたび追加工事ということで予算計上させていただきましたのは、さらにもう一歩、

夜間、病院関係は２４時間対応しないといけませんが、いールなんかは職員には私のと

ころでも来るんですけれども、一番肝腎な、特に夜間なんですが、宿直、当直室、そち

らについてはなかなか把握できない状況にあったという課題がありました。このたびう

全を期すという意味で、そういった何かあったときの信号を当直室のほうまで持ってい

きて、そこでパトライトなりで確認をして、すぐ状況把握できる、そういったようなう

制強化のための追加工事であります。以上です。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） この追加工事、必要だからされるということだと思うん

ですけどね、結局、事務室なり当直室なり、あるいは担当者に、何か異常がありました

という信号が発せられたと、しかし、それを修繕するのは事業者、いわゆるそれぞれの

業者であったりということになると思うんですね。お金をかける現にあんまり効果がな

いということにならないだろうかと。むしろやっぱり現業の技術職を養成して、しっか

り点検整備をしていただくというようなことのほうがよほど、そんなに大きな病院じゃ

ないわけですから、そのほうがよほどきめ細かな管理もできるんではないかなと。どう

しても職員で手に負えないものというものを外部発注するという方向のほうがいいんで

はないかなと思うんですが、どうお考えですか。

○議長（中井 勝君） 吉野事務長。

○浜坂病院事務長（吉野 松樹君） 基本的には人的対応充実のほうが、間違った対応が

ない、完全な対応ができるとは感じております。そういった意味では、現在の機械につ

いても正規職員の配置ということで改善を図っていただきました。このたび病院のほう

が、とにかく２４時間患者さんもおられますので、空白、悪い状況がすぐ分かって、す

ぐ対応できるようにということを一番の目的にさせていただいとるわけですけれども、

とにかく職員に通知があった段階で、今までは職員が現場に到着をして、それから不具

合を確認して、そこから委託している業者であったりとか修繕できる業者に連絡をさせ

ていただいたんですけれども、今現在のシステムでいけば、例えば電気のどこどこが調

子が悪いとかいうようなことがすぐ分かるわけですから、その時点で現場に行くまでに

関係する業者に、そこからすぐ連絡できたりとか、そういった意味で、一刻も早く対応

できるというような施設であります。議員御指摘のとおり、人的う制の中できちっと確

保、う制確保するのが一番でありますけれども、そういったことを目指しながら、今の

ところ、取りあえず機械、制御できる分については、そちらのほうで対応しているとい

う状況であります。

○議長（中井 勝君） そのほか。
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〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１４ 認定第１号

○議長（中井 勝君） 日程第１４、認定第１号、令和元年度新温泉町一般会計歳入歳

出決算の認定についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、令和元年度新温泉町一般会計歳入歳出決算の認定について御提案を申し上げるもの

であります。御審議をいただき、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。以

上です。

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。令和元年度新温泉町一般会計歳入歳出決算

の認定については、議長を除く１５名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これ

に付託して審査することとしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、議長を除く１５名の委

員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしまし

た。

暫時休憩します。

午後４時２９分休憩

午後４時３０分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

次に、決算特別委員会の委員長及び副委員長の選任でありますが、委員会条例第９条

第２項の規定により、委員会において互選するとなっております。休憩中に互選をして

いただいておりますので、御報告いたします。

決算特別委員会委員長、池田宜広君、副委員長、岩本修作君が選任されました。

決算特別委員会は、会期中に御審議を賜りますようお願いいたします。
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暫時休憩します。

午後４時３１分休憩

午後４時３２分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、認定第２号、令和元年度新温泉町国

民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定から認定第１１号、令和元年度新温泉町公

立浜坂病院事業会計決算の認定までの１０議案について、一括上程を行います。

・ ・

日程第１５ 認定第２号 から 日程第２４ 認定第１１号

○議長（中井 勝君） 日程第１５号、認定第２号、令和元年度新温泉町国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１６、認定第３号、令和元年度新温

泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１７、認定第４号、

令和元年度新温泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１８、

認定第５号、令和元年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、日程第１９、認定第６号、令和元年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、日程第２０、認定第７号、令和元年度新温泉町七釜

温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第２１、認定第８号、令和元

年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計決算の認定について、日程第２２、認定第９号、令

和元年度新温泉町水道事業会計決算の認定について、日程第２３、認定第１０号、令和

元年度新温泉町下水道事業会計決算の認定について、日程第２４、認定第１１号、令和

元年度新温泉町公立浜坂病院事業会計決算の認定についてを一括議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 認定第２号、令和元年度新温泉町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてから認定第１１号、令和元年度新温泉町公立浜坂病院事業会

計決算の認定についてまでにつきましては、各会計の決算の認定について御提案を申し

上げるものです。御審議をいただき、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。ただいま議題となっております認定第２号、

令和元年度新温泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてから認定第

１１号、令和元年度新温泉町公立浜坂病院事業会計決算の認定についてまでの１０議案

は、決算特別委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、認定第２号から認定第１１号ま

での１０議案は、決算特別委員会に付託することに決定しました。

暫時休憩します。
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午後４時３５分休憩

午後４時３６分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ここで、監査委員から決算審査報告を受けたいと思います。

川 代表監査委員から決算審査報告をお願いいたします。

○○○○査委員（○ 雅洋君） それでは初めに、令和元年度一般会計、特別会計決算

審査について報告いたします。

令和元年度一般会計及び特別会計６会計の決算審査を７月２２日から８月６日まで、

実質７日間で行いました。審査に当たりましては、小林監査委員と、事前に提出があり

ました各会計の歳入歳出決算書事項別明細書等について、監査計画に基づき実施いたし

ました。

また、令和元年度に実施いたしました例月出納検査の結果も参考にしながら、担当課

長、担当係長の出席を求め、質疑を行う中、関係諸帳簿及び証拠書類等と突合、照合を

行いました。

職員の執務う制につきましては、出勤簿、出張命令書、復命書等と関係帳簿を突合し、

照合を行いました。

審査の結果につきましては、一般会計及び特別会計６事業会計の歳入歳出決算書、歳

入歳出決算事項別明細書は、法令に基づいて調製されていました。計数につきましても、

関係帳簿及び証拠書類などと照合した結果、誤りもなく記載されていたことを確認いた

しました。また、基金の運用状況及び公有う産調書についても、非違がなかったことを

報告しておきます。

決算の概要と審査意見書について申し上げます。２５ページからになります。

令和元年度一般会計及び特別会計の決算額は、歳入総額１５７通 ２４９う ０００ 

う、歳出総額では１５５通３８う ０００うとなり、単純ではありますが、前年度と比

較しますと、歳入で１３通 ５９５う ０００う、歳出では１６通 ８５１ううと増加  

しています。

う政指数におきましては、う政力指数は２５０と前年度から００４ポイント低下

しておりますし、経常収支比率におきましては８⒌６％となり、前年度から比較します

と３ポイント低下しています。また、実質公債費比率は１６％となり、昨年から

４ポイント悪化しています。

町税収入では、前年度と比較しますと ５７０う ０００う現少しています。税別に 

見ますと、軽自動車税だけが１５５う ０００う増加していますが、町民税、固定資産

税、入湯税はそれぞれ前年度対比⒉７％、⒈４％、５％の現少となっています。

う政状況は、前年までは徐々に改善していましたが、新残土処分場整備事業などの大

規模事業実施や北但ごみ処理施設整備事業の元金償還などにより悪化に転じています。
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人口現少や新型コロナウイルス感染症の影響などにより、地方交付税や町税の増加が見

込めない中で、扶助費などの社会保障費や老朽化する公共施設の維持管理の増大が見込

まれるとともに、今後、計画されている大規模事業や起債償還の開始などにより、う政

負担が増大することが予測されるため、今後もう政運用を注意深く見守っていく必要が

あります。引き続いて計画性のある行う政運営を行うとともに、公会計制度などを活用

し、資産、債務を適切に管理した健全なう政運営に当たっていただきたい。

このような決算状況を基に、次の７項目について述べさせていただきます。

まず、自主ううの確保と債権管理でありますが、うう確保は町の施策を推進する上で

大変重要であります。特に、一般ううの中でも町税収入は町の歳入の根うをなす重要な

収入であります。この町税の収入未済額は１通 ４５３ううとなり、前年に比べますと

３９１う ０００う増加しています。国保・後期高齢・介護保険、３特別会計の保険税

・料の収入未済額は１通６２５う ０００うとなり、前年度に比べ、逆に７７０うう現

少しています。徴収率は、保険税が低下しているものの、保険料では微増となっていま

す。

これら町税、保険税、保険料のほか、ケーブルテレビ使用料、学校給食実費徴収金な

どの未収金対策は、自主ううの確保と町民負担の公平を期する上で極めて重要で喫緊の

課題であります。滞納債権の発生防止や、債権に対する督促、回収、不納欠損処理につ

いては、従来から決算審査、定期監査において重ねて指摘しているところであります。

滞納管理システムの活用はもとより、徴収担当職員が習得した徴収に関する知識、技術

を継承し、他課の職員へ拡大することはもちろん、町全うで徴収事務を一元化するなど、

実効性のある具う的な対策を行っていただくことを望みます。不納欠損処分に当たって

は、関係法令などに基づいて、公平かつ公正な事務処理を厳正にしていただきたい。

次に、入札、契約事務の適正な執行であります。契約事務の執行に当たっては、職員

個々による法令及び条例等の理解、遵守はもとより、町、全庁的な内部統制及び課内に

おける確認行為を徹底する必要があります。特に、競争原理の働かない１社との随意契

約による事務執行が少なからず見受けられますので、う務規則を厳格に適用するととも

に、随意契約ガイドラインのさらなる徹底を図ることに努めていただきたい。また、主

要契約について、う務規則では契約締結直後の契約変更の可否について一定の現合及び

金額の限度が定められてはいません。工事等の実施状況により、やむなく設計変更をす

る場合があることは理解できますが、当初設計の精度という観点からすれば、安易に契

約変更を行うことのないよう留意していただきたい。契約事務を適切に実施し、公平性

や透明性を確保するため、契約変更のガイドライン等の策定について検討もしていただ

きたい。

入札において、情報の漏えい事件が発生いたしました。誠に残念なことであります。

この件は、この後の水道事業の意見書にも記載して、重複しますが、あえて本意見書に

も述べさせていただきます。この事件は、住民の町政に対する信用、信頼を著しく失墜
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させました。この事件は、担当所管課にとどまらず、町行政全うの問題であります。原

因究明と再発防止策を講じるため、この不祥事の発生の原因となる組織的な問題や原因

究明を行い、不正が発生しない入札制度の導入、職員倫理と資質の向上のために研修の

徹底に全力で取り組んでいただきたい。

次に、時間外勤務の管理についてであります。全庁的に恒常的な時間外勤務が散見さ

れます。恒常的な長時間勤務は、職員の健康維持のためのみならず、ワーク・ライい・

バランスに与える影響は大きいものと考えます。所属長が業務量の把握を行い、課内の

協力う制を整えるなど、職員及び業務の適正な管理に努めるとともに、職員定数及び職

員配置の適正化、組織運営の効率化などにより、時間外勤務の縮現に努めていただきた

い。

次に、職員の人材育成であります。人材育成の方策、推進、職員研修の基本方針を定

め、外部機関による専門研修など、研修制度は一定整備されてると評価いたします。近

年、若手職員が増加傾向にあり、コンいライいンス教育や行政事務の知識、技術の継承

の重要度が増してきています。日常業務における職場内研修の積み重ねが必要不可欠で

あり、職場全うでの緊張感ある指導を継続し、引き続き職員のレベルいいいに努めてい

ただきたい。また、縦現り、特に課内の担当意識をに拭し、職員全うでの業務を遂行す

る意識の醸成、う制整備に努めていただきたい。さらに、住民から信頼される職員、役

場であり続けるため、法令遵守の意識の徹底及び不正行為の再発防止のため研修を継続

して行っていただきたい。

次に、公有う産の適正管理であります。平成２９年度に策定した公共施設等総合管理

計画においては、施設管理者による点検、診断等を行い、その結果や対策履歴等の蓄積、

デーいベース化を進めることとされています。しかしながら、公共施設及び車両等の公

有う産について、その管理台帳が未整備のもの、整備されていても履歴等の更新がなさ

れていないものが多く存在していました。利用者に対するいービス向上、安全確保や長

寿命化の観点からも各う産について台帳を整備し、点検、診断等の結果や修繕等対策履

歴の記録をデーいベース化することで公有う産の適正管理を行っていただきたい。特に

行政う産については、町長、教育長、企業管理者による管理権限を明確にしていただき

たい。また、行政処分である使用許可に当たっては、当該行政う産の用途または目的を

妨げることがないよう十分検討の上、行っていただきたい。

次に、事業効果、成果の検証であります。第２次総合計画及び地方創生総合戦略に基

づき、各所管課が計画的に事業を執行し、実施後の事業評価に当たっては必要性、有効

性、達成度、効率性等の指標チいいクを行い、次年度の方向性が布されています。決算

審査に当たっては、審査の手続において布した５項目の視点で行いました。事業実施に

ついては、合規性及び正確性は当然であり、経済性、効率性、有効性のバランスが重要

であります。しかしながら、事業実施自うが目的となって事業効果が明確でないもの、

事業効果の検証が評価されていなかったり、不十分であるものが見受けられました。特
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定ううであり実質的には町のう政的負担が少ない場合であっても、予算計上する段階で

必要性や有効性等の十分な検討、精査は必要であります。予算、事業執行に当たっても

効率性、有効性を追求することは当然のことであります。公金を安易な事業執行や事業

消化に終わることがないよう、事務事業の執行に当たっていただきたいと思います。

次に、内部統制の充実についてであります。これも平成２９年度に地方自治法の改正

が行われ、内部統制に関する方針の策定等が規定され、本町は努力義務となっていると

ころであります。決算審査において、軽微ではありますが、一部誤謬や突合における不

一致が見受けられました。重大な誤謬等を生じさせることにつながるおそれがあること

から、全庁的にチいいクう制を見直し、適正性を確保していただきたい。また、予算管

理については、適時に補正対応をすべきものを不用額として残している事例が散見され、

う務事務等の執行については改善すべき点が多く見受けられました。不適正な事務処理

を未然に防ぎ、より質の高い行う政運営を着実に進めるため、４書管理、予算管理、契

約事務などの既にある内部統制を検証し、全庁的な視野に立って内部統制の充実を図っ

ていただきたい。

そのほか、個々の項目につきましては、お手元に配付しています意見書のとおりであ

りますので、後日、御清覧いただきたいと思います。

続きまして、令和元年度公営企業会計の決算の審査を行いましたので、その結果につ

いても御報告いたします。

審査は、７月２日に公立浜坂病院事業会計、それから７月３日に浜坂温泉配湯事業、

水道事業、下水道事業の３会計について、それぞれ事務長、担当課長、担当者の出席の

下、小林監査委員と審査を行いました。

審査に当たりましては、町長から審査に付された決算報告書、う務諸表等について、

関係法令に準拠して作成されているか、当事業の経営成績及びう政状態を適正に表布し

ているかどうかを検証するため、会計帳票、その他関係証書類、諸帳簿を照合するとと

もに、関係職員の説明を求め審査を行いました。結果、審査に付された決算報告書、う

務諸表等は、関係法令に準拠して作成されており、当事業の当年度の経営成績及び当年

度末現在のう政状態を適正に表布しているものと認めました。地方公営企業法第３条の

経営の基本原則に沿って、常に企業として経済性を発揮するとともに、その本来の目的

である公共の福祉の増進を推進するため、今後において各事業等いずれも厳しいう政情

勢を勘案するとき、中長期的経営状況を見据えながら業務運営の促進を図り、経営改善

に資するよう一層の努力を望むところであります。

決算数値や各会計の詳細につきましては、意見書のとおりでありますので、後ほど御

清覧いただきたいと思います。

審査意見書について報告させていただきます。

まず、温泉配当事業会計であります。４ページを御覧いただきたいと思います。

住民の健康増進と観光への活用のため、温泉資うの適正な維持管理と安定供給に努め
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ていただきたい。引き続き、施設改修も必要ではありますが、給湯原価の引下げも重要

であります。経営戦略を基に、年次的に適正規模による施設の改良、コスト縮現に努め

られるとともに、より一層の危機管理意識を持って経営の効率化、改善に努めていただ

きたい。給湯使用料の過年度分未収金残高を平成２７年度と比較しますと、８２う ０

００うから２７８う ０００うと、５か年間で ⒊４倍に激増しているような状況であり

ます。給湯使用料の収納については、適切な管理とともに督促等、適正かつ確実な収納

に努め、滞納解消に努力していただきたい。

水道事業会計です。９ページになります。

安全な飲料水とその安定供給のため、水質管理の強化や適切な施設の維持管理に努め

ていただきたい。近年の想定を超える災害が頻発する状況に鑑み、緊急時に即応できる

う制の確立など、迅速かつ的確な対応が取れるよう引き続き計画的にう制を充実してい

ただきたい。構造的とも言える給水量の現少傾向に対処していくために、給水原価の一

層の引下げも必要であり、う政構造の見直しを含む抜本的な対策が求められています。

経営戦略とともに年次的に適正規模による施設の改良、事業の効率化、コスト縮現、計

画的な施設整備と経営基盤の安定を図るため、ううの確保、経営の効率化に引き続き努

めていただきたい。料金回収率は上昇はしているものの、依然と低いままであります。

水道使用料におきましては、過年度分未収金残高は、平成２７年度と比較しますと４９

１ううから ９２４う ０００うと５か年間で約４倍に激増しているような状況であり 

ます。水道使用料の未収金に対し適正に管理するとともに、訪問や面談をはじめ、滞納

の解消に向けて計画的かつ実効性ある取組について一層の努力をしていただきたい。ま

た、将来にわたる水道事業の健全経営及び住民への過重負担を回避することを考慮し、

適正な料金改定について早期に検討することを望みます。

水道事業の施設工事、施設整備工事の入札において、官製談合防止違反等の事件が発

生しました。この事件は、住民の町政に対する信用、信頼を著しく失墜させ、公共事業

等の入札・契約事務が適正、公正でなかったと言わざるを得ません。この事件の原因究

明と再発防止を講じるため、職員不正行為再発防止検討委員会が設置されていますが、

この不祥事の発生の原因となる組織的な問題や原因究明を行い、不正が発生しない入札

制度の導入、職員倫理と資質の向上のため研修の徹底、不正を起こさない組織づくりに

全力で取り組んでいただきたい。

次に、下水道事業についてであります。１２ページからになります。

下水道への接続は、快適な生活環境と公共用水域の保全のみならず、下水道事業の経

営に大きな影響を与えています。下水道未接続者に対し、下水道事業の意義、必要性を

理解するとともに、接続の促進に努めていただきたい。また、学校や公共施設について

も早急に接続されるよう働きかけることを要望いたします。（「いいですか、議長」と

呼ぶ者あり）

○議長（中井 勝君） いいですか。ここで、お諮りしたいと思います。定刻の５時が
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近づいてきておりますが、延刻して会議を続行したいと思いますが、御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議がないようですので、そのように進めます。よろしくお願

いします。

○○○○査委員（○ 雅洋君） 今後、人口現少に伴い、有収水量の現少、収支バラン

スの悪化が予測されます。施設の改修、整備において、計画的かつ過大な設備投資とな

らないよう配慮するとともに、外部委託を含め、事業の効率化、コスト縮現に努められ、

より一層の経営改善に努めていただきたい。

下水道使用料の過年度分未収金残高を平成２７年度と比較しますと、２９５う ００

０うから ２８３う ０００うと５か年間において  ⒋３倍に激増しているような状況で

あります。加入分担金や負担金を含む下水道使用料の未収金に対し適正に管理するとと

もに、計画的な収納を徹底することにより、滞納解消に努めていただきたい。

最後に、公立浜坂病院事業会計であります。

２０ページからになりますが、医療費及び利用料等の未収金に関しては、管理簿を作

成するとともに納付の督促や時効中断の処理など、適正管理を行い収納に努めていただ

きたい。常勤医師、看護師、介護福祉士など医療技術者等の人材育成等、人材確保と育

成に努めていただきたい。人口現少に伴う利用者、入所者の現少の一方で、高齢者の増

加や地域包括ケいシステムを構築するために病院３事業の役現は重要となってまいりま

す。さらに、新型コロナウイルス感染対策など、新たな医療、介護に対する課題対応が

急務になっています。自治う事業として役現を常に検証しながら、計画的で適正規模に

よる施設の整備、コスト縮現に努められるとともに、職員全うでコスト意識を徹底する

など、より一層の危機管理意識を持って経営の効率化、改善に努めていただきたい。

病院についてでありますが、地方の中枢医療機関として、美方郡医師会をはじめとす

る地域の医療及び福祉関係機関との連携や信頼関係を構築するとともに、地区巡回講座

など住民を巻き込んだ取組を充実させ、住民に信頼される病院機能の充実に一層努めて

いただきたい。大学・専門・中核病院等の医療連携を実施し、システムを活用した医療

いービスの向上を実現され、患者本位の病院を構築させていただきたい。

介護老人保健施設並びに居宅介護支援事業につきましては、高齢化の進展に伴い、需

要はますます増加してまいります。利用者とその家族のニーズに対応し、いービス提供

を徹底していただきたい。それから、入所・通所稼働率の向上及びコスト縮現に努める

とともに、来年より実施される介護報酬改定に適切に対応して経営改善を図っていただ

きたい。診療所を含めた地域医療の今後の在り方など、病院運営を軸とした少子高齢化

の趨勢に対応する医療と予防を一う化させ、住民に信頼される地域医療の実現並びに経

営の健全化に向けて、抜本的な改革への努力を引き続き強く望むところであります。

最後ですが、終わりに当たりまして、令和元年度公営企業４事業会計の決算審査の結
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果、それぞれの事業会計において、公営企業会計の原則である企業の経済性並びに公の

福祉の向上に努力されており、関係各位に対し敬意を表するところであります。なお、

一層の努力と抜本的な改革を期待もいたします。

当町の公営企業の経営の厳しさは察するものの、漫然と前例踏襲や課題を先送りする

ことなく、課題解決に向けて各事業とも計画に基づき年次的かつ着実に実行することが

必要であります。特に、企業会計の根幹であります料金収納については、収納率が年々

悪化し、未収金については各会計で報告いたしましたが、増加の一途をたどっている状

況であります。待ったなしの最優先課題と言えますが、債権管理方法に不十分な点があ

り危機管理意識が不足しているようにも見受けられます。債権管理への理解強化やルー

ル化、徴収強化と処理の迅速化など、債権処理対策の強化に向けた取組を進め、滞納者

数、それから滞納額の現少に最大限努力していただきたいと思います。

以上で決算報告といたします。

○議長（中井 勝君） ありがとうございました。

決算審査報告は終わりました。

決算特別委員会は会期中に審査賜りますようお願いいたします。

暫時休憩します。

午後５時０４分休憩

午後５時０４分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。以上をもちまして、本日の日程は全部終了

いたしました。本日はこれをもちまして散会したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会するこ

とに決定しました。

本日はこれで散会します。

次は、９月２８日月曜日午前９時から会議を開きますので、議会議事堂にお集まりく

ださい。長時間お疲れさまでした。

午後５時０５分散会
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